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藍
鼎
元
『
女
撃
』
　
の
研
究
　
〔
8
〕

本
稿
で
は
、
婦
徳
上
篇
の
第
四
十
八
章
～
大
五
十
七
章
　
（
安
貧
之
徳
・
恭
俊
之
徳
）
　
に

関
す
る
研
究
を
掲
載
す
る
。
こ
れ
で
、
『
女
撃
』
巻
一
婦
徳
上
篇
の
完
了
で
あ
る
。

【
第
四
十
八
章
】

［
原
文
］
柳
下
恵
庭
魯
、
三
割
而
不
去
、
其
妻
日
、
無
乃
漬
乎
、
君
子
有
二
恥
、

圃
無
道
而
貴
恥
也
、
固
有
道
而
膿
恥
也
、
今
昔
乱
世
、
三
割
而
不
去
、
何
輿
、

恵
目
、
宿
泊
之
民
、
格
陥
於
害
、

揚
裸
程
、
安
能
汗
我
、
及
恵
卒
、

也
、
乃
課
目
、
夫
子
之
不
伐
今
、

害
今
、
屈
柔
従
俗
、
不
強
察
今
、

蔽
今
、
岩
弟
君
子
、
永
能
贋
今
、

泄
今
、
夫
子
之
誌
、
宜
日
憲
今
、

平
啓
、
巳
音
以
、
豊
音
憶
、
］

吾
安
能
巳
乎
、
且
彼
鳥
彼
、
我
盛
我
、
雄
視

門
人
絡
諌
之
、
妻
日
、
二
三
子
不
知
妾
知
之

夫
子
之
不
喝
今
、
夫
子
之
信
誠
、
而
興
人
無

蒙
恥
救
民
、
徳
爾
大
分
、
経
過
三
割
、
終
不

庶
幾
遇
齢
、
今
遂
逝
今
、
鳴
呼
哀
哉
、
魂
神

門
人
従
之
、
［
節
、
三
期
之
三
去
聾
、
何
輿
之
輿

魯
斡
婁
先
生
死
、
曾
子
輿
門
人
往
弔
焉
、
上
堂
而
見
其
戸
、
艦
砲
不
表
、
覆

以
短
被
、
手
足
不
足
不
悉
赦
、
曾
子
日
、
斜
引
其
被
、
則
敵
兵
、
其
妻
日
、
斜

而
有
線
、
不
若
正
而
不
足
、
先
生
以
不
斜
之
故
、
乃
至
干
此
、
死
而
斜
之
、
非

先
生
意
也
、
曾
子
異
之
日
、
何
以
篤
誼
、
其
妻
日
、
以
康
鳥
誼
、
曾
子
日
、
先

生
生
時
、
食
不
充
口
、
衣
不
蓋
形
、
死
別
手
足
不
敵
、
勇
無
酒
肉
、
生
不
得
其

下
見
　
隆
雄

美
、
死
不
得
其
柴
、
何
欒
干
此
、
而
誼
窺
康
乎
、
妻
日
、
昔
先
生
、
君
嘗
欲
授

之
以
政
、
辞
園
相
而
不
慮
、
是
有
線
貴
也
、
君
嘗
賜
之
粟
三
十
鐘
、
先
生
辞
而

不
受
、
是
有
線
富
也
、
彼
先
生
者
、
甘
天
下
之
淡
味
、
安
天
下
之
卑
位
、
不
戚

戚
干
貧
鰻
、
不
析
析
干
富
貴
、
求
仁
両
得
仁
、
求
義
而
得
義
、
其
誼
烏
康
、
不

亦
宜
乎
、
曾
子
日
、
唯
斯
人
也
而
有
斯
婦
、
［
楽
音
絡
、
相
去
啓
、
］

右
第
四
十
八
章
。

柳
下
着
、
魯
に
磨
る
。
三
た
び
期
せ
ら
る
る
に
而
る
に
去
ら
ず
。
其
の
妻
日

け
が

わ
く
、
乃
ち
漬
す
こ
と
無
か
ら
ん
か
。
君
子
に
二
恥
有
り
、
園
、
無
道
な
る
に

而
る
に
貴
き
は
恥
な
り
。
囲
、
有
道
な
る
に
而
る
に
規
し
き
は
恥
な
り
。
今
、

昔
に
乱
世
な
る
べ
し
。
三
た
び
翻
せ
ら
る
る
に
而
る
に
去
ら
ざ
る
は
、
何
ぞ
や

と
。
悪
日
わ
く
、
宿
泊
た
る
民
、
牌
に
害
に
陥
ら
ん
と
す
る
に
、
吾
、
安
ん
ぞ

そ
で
ま
く
り
　
は
だ
か
の
ぷ
れ
い

能
く
巳
ま
ん
や
。
且
つ
彼
は
彼
盛
り
。
我
は
我
焦
り
。
祖
楊
し
裸
　
裡
す
と

い
ず

錐
も
、
安
く
ん
ぞ
能
く
我
を
汗
さ
ん
や
。
恵
の
卒
す
る
に
及
び
て
、
門
人
、
牌

に
之
れ
を
謙
せ
ん
と
す
。
妻
日
わ
く
、
二
三
子
、
妾
の
之
れ
を
知
る
に
如
か
ざ

ほ

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

る
な
り
と
。
乃
ち
課
し
て
臼
わ
く
、
夫
子
の
伐
ら
ざ
る
、
夫
子
の
喝
き
ざ
る
。

夫
子
の
信
誠
に
し
て
、
而
し
て
人
と
輿
に
し
て
害
す
る
こ
と
無
く
、
屈
柔
し
て

俗
に
従
い
て
、
強
察
せ
ず
。
恥
を
蒙
り
て
民
を
救
い
て
、
徳
、
禰
々
大
な
り
。

は
げ

三
期
に
遇
う
と
錐
も
、
終
に
蔽
わ
れ
ず
、
豊
弟
の
君
子
、
永
に
能
く
属
ま
ん
。

つ
J

O
O
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い

つ

ま

で

も

　

こ

い

ね

が

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

適
齢
を
庶
幾
う
に
、
今
、
遂
に
逝
け
り
。
鳴
呼
、
哀
し
い
か
な
。
魂
神
、
泄

れ
り
。
夫
子
の
誌
、
宜
し
く
憲
と
日
う
べ
L
と
。
門
人
、
之
れ
に
従
う
（
1
）
。

［
節
な
り
。
三
部
の
三
は
、
去
馨
。
何
輿
の
輿
は
、
平
聾
。
巳
は
、
音
以
。
豊
は
、
音
悼
。
］

け
ん
ろ
う

魯
の
幹
婁
先
生
、
死
す
。
骨
子
、
門
人
と
輿
に
往
き
て
弔
え
り
。
堂
に
上
り

わ

た

い

り

ど

て

ら

　

お

も

て

じ

　

　

　

　

お

お

　

　

ひ

と

え

の

ね

ま

き

て
而
し
て
其
の
戸
を
見
る
に
、
艦
　
砲
、
表
あ
ら
ず
、
覆
う
に
短
　
被
を

お
さ

以
て
す
。
手
足
、
悉
く
は
欽
ま
ら
ず
。
骨
子
日
わ
く
、
其
の
被
を
斜
め
に
引
け

ば
、
則
ち
欽
ま
ら
ん
と
。
其
の
妻
臼
わ
く
、
斜
め
に
し
て
而
し
て
錬
り
有
る
は
、

ま
っ
す
ぐ

正
に
し
て
而
し
て
足
ら
ざ
る
に
着
か
ず
。
先
生
、
不
斜
の
故
を
以
て
し
て
、
乃

ち
此
こ
に
至
る
。
死
し
て
而
し
て
之
れ
を
斜
め
に
す
る
は
、
先
生
の
意
に
非
ざ

る
な
り
と
。
曾
子
、
之
れ
に
巽
し
て
日
わ
く
、
何
を
以
て
誼
と
鵠
さ
ん
と
。
其

お
く
り
な

の
妻
日
わ
く
、
康
を
以
て
誼
と
鵠
さ
ん
之
。
曾
子
日
わ
く
、
先
生
、
生
け
る

お
お

時
、
食
は
口
を
充
た
さ
ず
、
衣
は
形
を
蓋
わ
ず
。
死
す
れ
ば
則
ち
手
足
欽
ま
ら

ず
、
勇
に
酒
肉
無
し
。
生
き
て
は
其
の
美
を
得
ず
、
死
し
て
は
其
の
柴
を
得
ず
。

何
ぞ
此
こ
に
欒
し
む
と
し
て
、
而
し
て
誼
し
て
康
と
鳥
す
や
と
。
妻
目
わ
く
、

昔
、
先
生
、
君
、
嘗
て
之
れ
に
授
く
る
に
政
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
る
に
、
園
相

な

を
辞
し
て
而
し
て
盛
ら
ず
。
是
れ
徐
貴
有
る
な
り
。
君
、
嘗
て
之
れ
に
粟
三
十

鐘
を
賜
う
に
、
先
生
、
辞
し
て
而
し
て
受
け
ず
。
是
れ
飴
富
有
る
な
り
。
彼
の

や
す

先
生
な
る
者
は
、
天
下
の
淡
味
を
甘
し
と
し
、
天
下
の
卑
位
に
安
ん
ず
。
貧
嬢

う

れ

え

る

　

　

　

　

　

　

た

の

し

む

に
戚
戚
た
ら
ず
、
富
貴
に
析
析
た
ら
ず
。
仁
を
求
め
て
而
し
て
仁
を
得
、
義
を

む
ペ

求
め
て
而
し
て
義
を
得
た
り
。
其
の
誼
を
ば
康
と
鳥
す
は
、
亦
た
宜
な
ら
ず
や

と
。
曾
子
日
わ
く
、
唯
だ
斯
の
人
に
し
て
而
し
て
斯
の
婦
有
り
と
　
（
2
）
。
［
欒

は
、
音
絡
。
相
は
、
去
啓
。
］
　
　
　
　
　
　
右
、
第
四
十
八
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
劉
向
『
列
女
博
』
賢
明
篇
に
　
「
柳
下
意
妻
」
　
の
伝
記
説
話
が
有
る
。
す

な
わ
ち
、

魯
の
大
夫
柳
下
憲
の
妻
な
り
。
柳
下
憲
、
魯
に
慮
る
。
三
た
び
期
せ
ら
る
る

に
而
る
に
去
ら
ず
。
民
を
憂
え
て
乱
を
救
わ
ん
と
す
。
妻
日
わ
く
、
乃
ち
漬
す

こ
と
無
か
ら
ん
か
。
君
子
に
二
恥
有
り
。
園
、
無
道
な
る
に
而
る
に
貴
き
は
恥

な
り
。
囲
、
有
道
な
る
に
而
る
に
購
し
き
は
恥
な
り
。
今
、
昔
に
乱
世
な
る
べ

し
。
三
た
び
即
せ
ら
る
る
に
而
る
に
去
ら
ざ
る
は
、
亦
た
恥
に
近
き
な
り
と
。

柳
下
春
日
わ
く
、
油
油
た
る
民
、
格
に
害
に
陥
ら
ん
と
す
る
に
、
吾
、
能
く
巳

ま
ん
や
。
且
つ
彼
は
彼
焦
り
。
我
は
我
鳥
り
。
彼
、
裸
裡
す
と
錐
も
、
安
く
ん

ぞ
能
く
我
を
汗
さ
ん
や
。
油
油
然
と
し
て
之
れ
と
輿
に
慮
り
て
、
下
位
に
仕
う
。

柳
下
、
既
に
死
し
て
、
門
人
、
牌
に
之
れ
を
諌
せ
ん
と
す
。
要
目
わ
く
、
牌
に

夫
子
の
徳
を
諌
せ
ん
と
す
る
か
。
さ
す
れ
ば
則
ち
、
二
三
子
、
妾
の
之
れ
を
知

る
に
如
か
ざ
る
な
り
と
。
乃
ち
課
し
て
日
わ
く
、
夫
子
の
伐
ら
ざ
る
、
夫
子
の

喝
き
ざ
る
。
夫
子
の
信
誠
に
し
て
、
而
し
て
人
と
輿
に
し
て
害
す
る
こ
と
無
く
、

屈
柔
し
て
俗
に
従
い
て
、
強
察
せ
ず
。
恥
を
蒙
り
て
民
を
救
い
て
、
徳
、
爾
々は

げ

大
な
り
。
三
期
に
遇
う
と
錐
も
、
終
に
蔽
わ
れ
ず
、
豊
弟
の
君
子
、
永
に
能
く
席

と

わ

の

よ

わ

い

　

ね

が

ま
ん
。
嵯
乎
、
惜
し
い
か
な
、
乃
ち
世
を
去
る
。
逝
　
牛
を
庶
幾
う
に
、
今
、

ゆ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

遂
に
逝
け
り
。
鳴
呼
、
哀
し
い
か
な
、
魂
神
、
泄
れ
り
。
夫
子
の
誌
、
宜
し
く

あ
ら
た
め
る

恵
と
日
う
べ
L
と
。
門
人
、
之
れ
に
従
い
て
謀
を
焦
り
、
能
く
一
字
を
　
窟

す
る
美
し
。

と
あ
る
。
藍
鼎
元
は
、
こ
れ
を
基
本
資
料
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
「
油
油
た
る
民
」
　
を
、
な
ぜ
か
、
「
宿
泊
た
る
民
」
　
と
表
現
し
て
い
る
。

た
だ
、
王
照
圃
『
列
女
博
補
注
』
に
、
「
油
油
は
、
猶
お
悠
悠
の
ご
と
き
な
り
。

又
た
清
酒
形
馨
相
い
近
し
。
」
　
と
い
う
。
こ
の
他
、
幾
つ
か
の
個
所
を
省
略
し

て
い
る
。
な
お
、
「
裸
裡
」
　
の
上
に
　
「
祖
揚
し
」
　
を
加
え
る
他
は
、
特
に
独
自

の
ま
と
め
か
た
が
有
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

400
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呂
坤
『
閏
範
』
巻
二
、
「
夫
婦
の
道
」
　
に
、
「
柳
下
註
恵
」
　
を
載
せ
る
。
す

な
わ
ち
、

魯
の
大
夫
展
食
、
柳
下
に
家
居
す
。
志
し
て
憲
と
日
う
。
恵
に
聖
徳
有
り
。

妻
も
亦
た
賢
人
に
し
て
、
情
、
甚
だ
得
て
、
心
、
甚
だ
知
な
り
。
恵
、
魯
に
官

す
。
三
た
び
即
せ
ら
る
る
に
而
る
に
去
ら
ず
。
民
を
憂
え
て
乱
を
救
わ
ん
と
す
。

妻
日
わ
く
、
乃
ち
潰
す
こ
と
無
か
ら
ん
か
。
君
子
に
二
恥
有
り
。
園
、
無
道
な

る
に
而
る
に
貴
き
は
恥
な
り
。
国
、
有
道
な
る
に
而
る
に
嬢
し
き
は
恥
な
り
。

今
、
常
に
乱
世
な
る
べ
し
。
三
た
び
期
せ
ら
被
る
に
而
る
に
去
ら
ざ
る
は
、
亦

た
恥
に
近
き
な
り
と
。
憲
日
わ
く
、
油
油
た
る
民
、
日
々
に
水
火
に
在
る
に
、

お
さ

吾
、
能
く
巳
ま
ん
や
。
汗
君
に
も
仕
う
可
く
、
小
官
す
ら
も
鳥
む
べ
し
。
吾
、

何
ぞ
恥
じ
ん
や
と
。
憲
、
死
す
。
門
人
、
其
の
行
な
い
を
高
L
と
し
て
、
格
に

之
れ
を
謙
せ
ん
と
す
。
妻
日
わ
く
、
格
に
夫
子
の
徳
を
謀
せ
ん
と
す
る
か
。
さ

す
れ
ば
則
ち
、
二
三
子
、
妾
の
知
る
に
如
か
ざ
る
な
り
と
。
乃
ち
課
し
て
日
わ

く
、
夫
子
の
伐
ら
ざ
る
、
夫
子
の
喝
き
ざ
る
。
夫
子
の
信
誠
に
し
て
、
而
し
て

人
と
輿
に
し
て
害
す
る
こ
と
無
く
、
屈
柔
し
て
俗
に
従
い
て
、
強
察
せ
ず
。
恥

を
蒙
り
て
民
を
救
い
、
徳
、
鮒
々
大
な
り
。
三
餌
に
遇
う
せ
錐
も
、
終
に
芥
さ

は
げ

れ
ず
、
豊
弟
の
君
子
、
永
に
能
く
属
ま
ん
。
畔
嗟
、
惜
し
い
か
な
、
乃
ち
世
を

さ

下
る
。
鳴
呼
、
哀
し
い
か
な
、
魂
神
、
泄
れ
り
。
夫
子
の
誌
、
宜
し
く
恵
と
鳥

す
べ
L
と
。
門
人
、
之
れ
に
従
い
て
以
て
謀
と
盛
す
。

と
あ
る
。
呂
坤
は
、
基
本
的
に
は
や
は
り
劉
向
『
列
女
侍
』
を
参
照
し
て
い
る

が
、
自
己
の
古
典
に
関
す
る
知
識
も
用
い
な
が
ら
、
独
自
に
ま
と
め
て
い
る
。

な
お
、
「
呂
氏
日
わ
く
」
　
と
し
て

士
君
子
の
行
な
い
、
墾
て
い
の
く
都
の
や
墾
を
は
ぐ
餐
㍉
し
、
靴
の
甑
の
も
撃

を
字
に
す
。
婦
人
の
夫
に
於
け
る
、
其
の
内
を
知
▼
り
て
、
易
を
行
う
。
其
の
外

を
知
り
て
、
難
を
行
う
。
憲
や
平
生
の
心
事
、
官
に
居
り
て
は
治
蹟
あ
り
。
人

な

　

み

さ

お

き

が

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ふ

た

り

と
盛
り
節
　
概
あ
り
。
其
の
妻
、
皆
な
能
く
一
一
に
道
も
て
す
。
雨
な
が
ら

な

賢
と
謂
う
可
き
な
り
。
丈
夫
、
平
生
は
、
、
婦
人
の
知
る
所
と
鵠
ら
ず
。
其
の

人
品
、
概
見
す
可
く
し
て
、
相
い
輿
に
し
て
終
身
す
る
に
、
而
る
に
夫
子
の
何

た

如
な
る
人
慮
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
れ
ば
、
其
の
婦
人
も
亦
た
知
る
可
き
な
り
。

と
い
う
。
藍
鼎
元
は
、
柳
下
恵
の
妻
を
「
安
貧
の
徳
」
　
の
女
性
と
し
て
提
示
す

る
が
、
呂
坤
は
、
夫
の
人
格
・
業
績
の
意
義
を
良
く
理
解
し
支
援
し
た
妻
と
い

ぅ
観
点
で
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藍
鼎
元
が
、
第
二
章
か
ら
第

十
一
章
に
掲
げ
た
　
「
事
夫
の
徳
」
　
の
観
点
に
近
い
。
た
だ
し
、
一
方
、
柳
下
意

が
物
質
的
名
誉
や
世
俗
的
身
分
に
拘
り
は
し
な
か
っ
た
点
に
も
注
目
す
れ
ば
、

貧
乏
に
と
ら
わ
れ
ず
、
夫
の
精
神
的
品
位
や
精
神
を
理
解
し
尊
重
し
た
妻
の
気

概
は
、
そ
れ
な
り
に
評
価
の
対
象
と
さ
れ
て
良
い
。
従
っ
て
、
藍
鼎
元
「
安
貧
」

の
観
点
も
ま
た
設
定
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

明
の
茅
坤
『
評
林
古
今
列
女
倖
』
巻
八
も
「
柳
下
悪
妻
」
を
載
せ
る
が
、
「
賢

明
侍
」
　
で
は
な
く
、
こ
れ
を
、
「
群
通
侍
」
　
に
列
す
る
。
夫
の
実
質
的
な
評
価

を
性
格
に
表
現
し
た
妻
の
言
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
黄
尚
文
『
女

範
編
』
巻
三
、
「
文
女
」
　
に
こ
れ
を
載
せ
る
。
内
容
は
、
劉
向
『
列
女
侍
』
か

ら
、
門
人
が
諌
せ
ん
と
し
て
妻
が
自
ら
謀
す
る
部
分
以
下
を
掲
げ
て
い
る
。
女

性
を
、
そ
の
文
学
的
教
養
・
見
識
か
ら
発
揮
さ
れ
る
女
性
自
覚
の
面
で
評
価
す

る
。
巻
二
　
「
賢
女
」
と
は
区
別
す
る
。
一
方
、
康
基
淵
『
女
撃
纂
』
は
、
「
妻
」

の
項
に
、
「
展
子
禽
之
妻
」
と
し
て
載
せ
る
。
「
柳
下
意
」
で
な
く
、
「
展
子
禽
」

の
名
の
方
で
紹
介
す
る
と
こ
ろ
が
独
特
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
展
子
禽
の
妻

は
、
魯
女
な
り
。
展
子
、
卒
す
。
」
と
語
り
初
め
、
以
下
は
、
黄
尚
文
『
女
範

編
』
と
略
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
論
評
に
、

柳
下
恵
、
聖
の
和
な
る
者
な
り
。
孟
子
、
未
だ
之
れ
が
先
あ
る
を
言
わ
ず
。

い
ず

其
の
妻
、
先
ず
諌
す
る
こ
と
有
り
。
賢
に
非
ず
ん
ば
、
烏
く
ん
ぞ
能
く
之
れ
を

500
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知
ら
ん
や
。

と
い
う
。
『
孟
子
』
萬
章
篇
に
見
え
る
柳
下
憲
へ
の
評
言
（
「
聖
の
和
な
る
者
な
り
」
）

に
託
し
て
、
妻
の
賢
才
を
讃
え
る
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
賢
女
の
観
点
で
捉
え
る
。

な
お
、
柳
下
意
の
伝
記
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
「
賢

明
篇
」
　
の
　
「
柳
下
意
妻
」
　
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
劉
向
『
列
女
停
』
賢
明
篇
に
　
「
魯
幹
婁
妻
」
　
が
あ
る
。

魯
の
斡
婁
先
生
の
妻
な
り
。
先
生
、
死
す
。
曾
子
、
門
人
と
輿
に
往
き
て
弔

う
。
其
の
妻
、
戸
を
出
づ
。

曾
子
、
之
れ
を
弔
う
。
堂
に
上
り
て
而
し
て
先
生
の
戸
を
見
る
に
、
腺
下
に
在

つ
ち
れ
ん
が

り
て
、
　
聖
　
を
枕
と
し
藁
を
席
と
す
。
組
袖
、
表
あ
ら
ず
。
覆
う
に
布
被
を

以
て
し
て
、
手
足
、
轟
く
は
欽
ま
ら
ず
。
頭
を
覆
え
ば
則
ち
足
見
わ
れ
、
足
を

な
な
め

覆
え
ば
則
ち
頭
見
わ
る
。
曾
子
日
わ
く
、
邪
に
其
の
被
を
引
け
ば
、
則
ち
欽

ま
ら
ん
と
。
妻
日
わ
く
、
邪
に
し
て
而
し
て
繚
り
有
る
は
、
正
に
し
て
而
し
て

足
ら
ざ
る
に
如
か
ず
。
先
生
、
不
邪
の
故
を
以
て
し
て
、
能
く
此
に
至
る
。
生

け
る
時
、
邪
な
ら
ざ
る
に
、
死
⊥
て
而
し
て
之
れ
を
邪
に
す
る
は
、
先
生
の
意

こ
た

に
非
ざ
る
な
り
と
。
曾
子
、
應
う
る
能
わ
ず
。
遂
に
之
れ
に
芙
し
て
日
わ
く
、

嵯
呼
、
先
生
の
終
わ
れ
る
、
何
を
以
て
誼
と
慮
さ
ん
と
。
其
の
裏
目
わ
く
、
康

い

き

て

あ

　

　

　

　

　

は

ら

を
以
て
誼
と
鳥
さ
ん
と
。
骨
子
日
わ
く
、
先
生
、
在
る
時
、
食
は
虚
を
充
た

さ
ず
、
衣
は
形
を
蓋
わ
ず
。
死
す
れ
ば
則
ち
手
足
欽
ま
ら
ず
、
勇
に
酒
肉
無
し
。

生
き
て
は
其
の
美
を
得
ず
、
死
し
て
は
其
の
柴
を
得
ず
。
何
ぞ
此
こ
に
欒
し
む

と
し
て
、
而
し
て
註
し
て
康
と
残
す
や
と
。
其
の
妻
日
わ
く
、
昔
、
先
生
、
君
、

嘗
て
之
れ
に
政
を
授
け
て
、
以
て
園
相
と
鳥
さ
ん
と
す
る
に
、
辞
し
て
而
し
て

焦
ら
ず
。
走
れ
僚
貴
有
る
な
り
。
君
、
嘗
て
之
れ
に
粟
三
十
鐘
を
賜
う
に
、
先

生
、
辞
し
て
而
し
て
受
け
ず
。
走
れ
繚
富
有
る
な
り
。
彼
の
先
生
な
る
者
は
、

天
下
の
淡
味
を
甘
し
と
し
、
天
下
の
卑
位
に
安
ん
ず
。
貧
賎
に
戚
戚
た
ら
ず
、

富
貴
に
折
析
た
ら
ず
。
仁
を
求
め
て
而
し
て
仁
を
得
、
義
を
求
め
て
而
し
て
義

を
得
た
り
。
其
の
誼
を
ば
康
と
烏
す
は
、
亦
た
宜
な
ら
ず
や
と
。
曾
子
日
わ
く
、

唯
だ
斯
の
人
に
し
て
而
し
て
斯
の
婦
有
り
と
。
」

と
あ
る
。
藍
鼎
元
は
、
恐
ら
く
こ
れ
を
資
料
と
し
て
、
煩
墳
な
部
分
を
削
っ
て

載
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
独
特
の
ま
と
め
を
工
夫
し
て
い
る
よ
う
に
は
思

え
な
い
。
『
高
士
侍
』
　
の
　
「
幹
婁
先
生
」
　
は
、
簡
潔
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
斡
婁
先
生
な
る
者
は
、
賓
人
な
り
。
修
身
し
て
清
節
あ
り
、
諸
侯
に
進
む

こ
と
を
求
め
ず
。
魯
の
恭
公
、
其
の
賢
な
る
を
聞
き
て
使
い
を
し
て
種
を
致
さ

遣
む
。
粟
三
千
鐘
を
賜
い
て
、
以
て
相
と
鳥
さ
ん
と
欲
す
る
に
、
辞
し
て
受
け

ず
。
賓
王
、
又
た
之
れ
に
祀
す
。
黄
金
百
斤
を
以
て
碑
し
て
卿
と
鳥
さ
ん
と
す
。

又
た
就
か
ず
。
書
四
篇
を
著
わ
し
て
、
道
家
の
務
を
言
う
。
斡
婁
子
と
競
す
。

終
身
、
屈
せ
ず
。
寿
を
以
て
終
わ
る
。
」

と
あ
る
。
魯
人
で
な
く
賓
人
と
し
、
妻
の
こ
と
、
曾
子
の
こ
と
を
省
略
し
て
、

清
節
の
面
の
み
掲
げ
る
。
次
に
、
明
の
茅
坤
『
評
林
古
今
列
女
博
』
巻
五
　
「
賢

明
俸
」
　
に
「
魯
斡
婁
妻
」
を
載
せ
る
が
、
劉
向
『
列
女
俸
』
の
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
に
用
い
る
。
た
だ
し
、
所
々
に
誤
字
や
誤
引
が
有
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

呂
坤
『
閏
範
』
巻
二
に
、
「
魯
斡
婁
妻
」
　
を
掲
げ
る
。
た
だ
し
、
劉
向
『
列
女

侍
』
　
の
再
録
に
近
い
内
容
で
あ
る
。
呂
坤
の
論
評
は
、

．

Y

．

一

〃

「
幹
宴
の
妻
、
聖
人
の
識
あ
る
趣
な
り
。
千
古
よ
り
而
下
、
人
を
し
て
起
敬

か

が

ヤ

　

　

　

　

　

　

つ

せ
令
む
。
彼
の
婦
人
、
錦
繍
を
表
し
、
金
珠
を
耀
か
し
、
朱
粉
を
博
け
、
財

色
を
以
て
人
に
囁
る
。
而
る
に
死
に
抵
た
り
て
は
一
道
義
の
語
す
ら
無
し
。
甚

だ
し
き
者
は
、
大
家
の
貧
を
怨
み
て
、
而
し
て
去
る
。
朱
買
臣
の
妻
の
如
き
者

は
、
三
嘆
を
盛
す
可
き
な
り
。
」

と
云
う
。
女
性
の
特
質
を
固
定
的
に
紹
介
し
、
女
性
に
は
珍
し
い
見
識
の
持
ち

主
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
黄
尚
文
『
女
範
編
』
は
、
巻
三
、
「
文
女
」
　
に
こ
れ

′
0

0
0
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を
載
せ
る
。
「
柳
下
意
妻
」
　
の
場
合
と
同
じ
く
、
女
性
を
そ
の
教
養
の
面
か
ら

評
価
す
る
。

◎
『
典
故
列
女
博
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
鈴
音
紺
、

幹
は
、
音
紺
。

と
あ
る
。
各
本
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
鈴
音
釦
、

③
　
鈴
音
鋼
、

④
　
幣
音
鋼
、

⑤
　
鈴
音
q
、

⑥
　
鈴
音
御
、

③
・
④
は
、
字
音
が
適
合
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
紺
」
　
を
誤
写
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
⑤
は
、
「
金
」
　
の
部
分
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
右
辺
の
字
体
が
判
読

不
明
で
あ
る
。
⑥
は
、
全
く
異
な
っ
た
字
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

○
字
は
判
読
で
き
な
い
。

【
第
四
十
九
章
】

［
原
文
］
太
原
王
覇
、
少
立
高
節
、
光
武
中
、
連
徴
不
仕
、
妻
亦
美
志
行
、
友

人
令
狐
子
伯
鳥
楚
相
、
使
其
子
奉
書
干
覇
、
車
馬
服
従
、
薙
容
如
也
、
覇
子
方

耕
千
野
、
聞
賓
至
、
投
采
而
蹄
、
見
令
狐
子
、
狙
作
不
能
仰
視
、
覇
目
之
、
有

悦
容
、
客
去
、
久
臥
不
起
、
妻
怪
聞
其
故
、
覇
日
、
吾
典
子
伯
素
不
相
若
、
向

見
其
子
、
容
服
甚
光
、
撃
措
有
適
、
而
我
見
蓬
髪
歴
歯
、
未
知
蔵
、
則
見
客
而

有
漸
色
、
父
子
恩
深
、
不
覚
自
失
耳
、
妻
日
、
君
少
傾
清
節
、
不
顧
柴
禄
、
今

子
伯
之
貴
、
執
輿
君
之
高
、
奈
何
忘
宿
志
而
漸
児
女
子
乎
、
覇
蠣
起
而
笑
日
、

有
是
哉
、
遂
共
隠
終
身
、
［
少
倶
去
響
、
行
去
響
、
楚
相
之
相
去
馨
、
従
去
響
、
］

右
第
四
十
九
章
、

し
き

太
原
の
王
覇
、
少
く
し
て
高
節
を
立
つ
。
光
武
中
、
連
り
に
徴
せ
ら
る
れ
ど

も
仕
え
ず
。
妻
も
亦
た
志
行
に
美
な
り
。
友
人
の
令
狐
子
伯
、
楚
の
相
慮
り
。

ゆ
っ
た
り

其
の
子
を
し
て
書
を
覇
に
奉
ぜ
使
む
、
車
馬
・
服
従
す
る
こ
と
、
薙
容
如
た
り
。

覇
の
子
、
方
に
野
に
耕
す
。
賓
の
至
る
を
周
き
て
、
束
を
投
じ
て
而
し
て
締
る
。

ひ
る
み
は
じ
　
　
か
お
を
あ
げ
る

令
狐
子
を
見
て
、
狙
作
し
て
仰
　
視
す
る
能
わ
ず
。
覇
、
之
れ
を
目
し
て
、

は
じ
る
よ
う
す

悦
　
容
有
り
。
客
、
去
り
て
、
久
し
く
臥
し
て
起
た
ず
。
妻
、
怪
し
み
て
其
の

お

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

き

故
を
問
う
。
覇
日
わ
く
、
吾
、
子
伯
に
輿
け
る
素
よ
り
相
い
若
か
ず
。
向
に
其

よ

う

す

　

　

　

い

き

お

い

　

　

　

　

ふ

る

ま

い

　

ふ

さ

わ

し

い

の
子
を
見
る
に
、
容
服
、
甚
だ
光
あ
り
て
、
挙
措
、
　
適
　
有
り
。
而
る
に

ば
ら
ば
ら
が
み
　
は
も
き
た
な
し

我
が
見
、
蓬
　
髪
・
歴
　
歯
に
し
て
、
未
だ
稽
則
を
知
ら
ず
。
客
を
見
て
而
し

て
漸
づ
る
色
有
り
。
父
子
、
恩
探
し
。
覚
え
ず
自
失
す
る
の
み
と
。
妻
日
わ
く
、

わ

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

ゆ

つ

せ

君
、
少
き
よ
り
清
節
を
憎
め
て
、
柴
禄
を
顧
み
ず
。
今
、
子
伯
の
貴
き
こ
と
、

い

ず

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

ご

ろ

の

こ

こ

ろ

ざ

し

君
の
高
き
に
執
輿
ぞ
。
奈
何
な
れ
ば
宿
　
　
志
を
忘
れ
て
、
而
し
て
児
女
子

す
っ
く
と
お
き

に
漸
づ
る
や
と
。
覇
、
嘱
　
起
し
て
而
し
て
笑
い
て
日
わ
く
、
是
れ
有
る
か
な

と
。
遂
に
共
に
隠
し
て
身
を
終
う
　
（
1
）
。
［
少
は
、
倶
に
去
馨
。
行
は
、
去
馨
。

楚
相
の
相
は
、
去
響
。
従
は
、
去
管
。
］
　
　
　
右
、
第
四
十
九
章
、

○
資
料
研
究

原
文
「
容
服
甚
光
」
　
は
、
③
は
「
容
服
甚
対
」
　
に
作
り
、
④
は
、
「
容
服
甚

鯛
」
　
に
作
る
。
『
後
漢
書
』
に
は
「
容
服
甚
光
」
と
あ
り
、
①
・
②
・
⑤
・
⑥

は
こ
れ
に
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
見
客
而
有
漸
色
」
を
、
③
は
「
見
嘲
而
有

漸
色
」
　
に
作
り
、
『
後
漢
書
』
や
①
・
②
・
④
・
⑤
・
⑥
は
、
「
見
客
而
有
漸

色
」
　
に
作
る
。

700
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（
1
）
　
『
後
漢
書
』
第
七
四
列
女
侍
に
、
「
王
覇
妻
」
　
侍
が
あ
る
。
「
太
原
の
王

覇
妻
な
る
者
は
、
何
氏
の
女
な
る
か
を
知
ら
ず
。
覇
、
少
く
し
て
高
節
を
立
つ
。

光
武
の
時
、
連
り
に
徴
せ
ら
る
れ
ど
も
仕
え
ず
。
覇
、
巳
に
逸
人
侍
に
見
ゆ
。

妻
も
亦
た
志
行
に
美
な
り
。
初
め
、
覇
、
同
郡
の
令
狐
子
伯
と
友
烏
り
。
後
に
、

子
伯
、
楚
の
相
鵠
り
。
而
し
て
其
の
子
、
郡
の
功
曹
慮
り
。
子
伯
、
乃
ち
子
を

し
て
書
を
霧
に
奉
ぜ
令
む
、
車
馬
・
服
従
す
る
こ
と
、
舜
容
如
た
り
。
覇
の
子
、

時
に
方
に
野
に
耕
す
。
賓
の
至
る
を
聞
き
て
、
末
を
投
じ
て
而
し
て
鋳
る
。
令

狐
子
を
見
て
、
狙
作
し
て
仰
視
す
る
能
わ
ず
。
覇
、
之
れ
を
目
し
て
、
悦
容
有

り
。
客
、
去
り
て
、
而
し
て
久
し
く
臥
し
て
起
た
ず
。
妻
、
怪
し
み
て
其
の
故

を
問
う
。
始
め
肯
え
て
告
げ
ず
。
妻
、
罪
を
請
い
て
、
而
る
後
言
い
て
日
わ
く
、

お

吾
、
子
伯
に
輿
け
る
素
よ
り
相
い
若
か
ず
。
向
に
其
の
子
を
見
る
に
、
容
服
、

甚
．
だ
光
あ
り
て
、
準
措
、
適
有
り
。
而
る
に
我
が
見
菅
、
蓬
髪
・
歴
歯
に
し
て
、

未
だ
稽
則
を
知
ら
ず
。
客
を
見
て
而
し
て
漸
づ
る
色
有
り
。
父
子
、
恩
探
し
。

覚
え
ず
自
失
す
る
の
み
と
。
妻
日
わ
く
、
君
、
少
き
よ
り
清
節
を
傾
め
て
、
柴

禄
を
顧
み
ず
。
今
、
子
伯
の
貴
き
こ
と
、
君
の
高
き
に
執
輿
ぞ
。
奈
何
な
れ
ば

宿
志
を
忘
れ
て
、
而
し
て
見
女
子
に
漸
づ
る
や
と
。
覇
、
屈
起
し
て
而
し
て
突

い
て
日
わ
く
、
是
れ
有
る
か
な
と
。
遂
に
共
に
身
を
終
う
る
ま
で
隠
遊
す
。
」

と
あ
る
。
藍
鼎
元
は
、
こ
れ
を
基
本
資
料
と
し
て
削
除
・
簡
略
に
し
て
ま
と
め

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
と
め
に
特
に
独
自
性
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

次
に
呂
坤
『
閏
範
』
巻
二
に
、
「
王
覇
夫
妻
」
　
の
伝
が
有
る
。

「
王
薪
、
少
く
し
て
高
節
を
立
つ
。
光
武
の
時
、
連
り
に
徴
せ
ら
る
れ
ど
も

仕
え
ず
。
妻
も
亦
た
美
志
行
あ
り
。
覇
、
初
め
、
同
郡
の
令
狐
子
伯
と
友
盛
り
。

後
に
、
子
伯
、
楚
の
相
慮
り
。
其
の
子
、
郡
の
功
曹
慮
り
。
子
伯
、
之
れ
を
し

て
書
を
覇
に
奉
ぜ
令
む
、
車
馬
・
服
従
す
る
こ
と
、
舜
容
如
た
り
。
覇
の
子
、

方
に
野
に
耕
す
。
賓
の
至
る
を
聞
き
て
、
末
を
投
じ
て
而
し
て
締
る
。
令
狐
子

を
見
て
、
漸
狙
し
て
仰
視
す
る
能
わ
ず
。
覇
、
之
れ
を
目
し
て
、
悦
容
有
り
。

客
、
去
り
て
、
久
し
く
臥
し
て
起
た
ず
。
妻
、
怪
し
み
て
之
れ
を
問
う
。
覇
日

わ
く
、
吾
、
子
伯
に
輿
け
る
素
よ
り
相
い
若
か
ず
。
向
に
其
の
子
を
見
る
に
、

容
服
、
盛
光
あ
り
て
、
挙
措
、
適
有
り
。
而
る
に
我
が
鬼
、
蓬
髪
・
歴
歯
に
し

て
、
客
を
見
て
漸
づ
る
容
有
り
。
父
子
、
恩
探
し
。
覚
え
ず
自
失
す
る
の
み
と
。

妻
日
わ
く
、
君
、
少
き
よ
り
清
節
を
修
め
て
、
粂
禄
を
顧
み
ず
。
今
、
子
伯
の

貴
き
こ
と
、
君
の
高
き
に
執
輿
ぞ
。
奈
何
な
れ
ば
宿
昔
を
忘
れ
て
、
而
し
て
見

女
子
に
漸
づ
る
や
と
。
覇
、
堀
起
し
て
而
し
て
笑
い
て
日
わ
く
、
走
れ
有
る
か

な
と
。
遂
に
相
に
輿
に
身
を
終
う
る
ま
で
隠
避
す
。
」

と
あ
る
。
ま
と
め
方
の
点
で
、
例
え
ば
、
妻
の
問
い
に
対
し
て
　
「
始
め
肯
え
て

告
げ
ず
。
妻
、
罪
を
請
い
て
、
而
る
後
言
い
て
日
わ
く
」
を
省
略
し
、
「
屈
起
」

を
　
「
嘱
起
」
　
に
作
る
所
な
ど
に
、
『
女
撃
』
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な

い
。
呂
坤
の
評
言
に
、
「
富
貴
、
柴
と
す
る
に
足
ら
ず
。
亦
た
辱
と
篤
さ
ず
。

も

貧
購
、
慕
う
に
足
ら
ず
。
亦
た
羞
と
痛
さ
ず
。
使
し
覇
に
行
う
可
き
の
道
有
る

き
ょ
ゆ
う
の
い
ん
と
ん

な
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
箕
　
　
頴
を
慕
い
て
以
て
高
名
と
鳥
さ
ん
。
覇
に

み
ぷ
ん
と
う
と
き

仕
進
の
心
無
く
ん
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
趨
　
孟
を
見
て
而
し
て
塊
色
を
生
ぜ

ん
。
之
れ
を
線
ぶ
る
に
、
眞
識
定
ま
ら
ず
、
道
心
未
だ
純
な
ら
ざ
る
の
み
。
其

の
妻
、
景
に
射
し
局
に
普
た
り
て
、
覇
を
視
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
は
何
如
。
然

れ
ど
も
清
節
の
敷
語
は
、
則
ち
確
然
た
る
隠
君
子
の
高
蹟
な
り
。
」
と
い
う
。

王
覇
夫
妻
へ
の
辛
目
の
評
価
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

◎
『
典
故
列
女
俸
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
狙
惟
漸
悦
貌
、
　
歴
歯
髪
垂
過
歯
也
、
　
堀
音
個
勃
起
貌
、

狙
作
は
、
漸
悦
の
貌
な
り
。
　
歴
歯
は
、
髪
、
垂
れ
て
歯
を
過
ぐ
る
な
り
。

800
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嶋
は
、
音
個
。
勃
起
す
る
貌
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
狙
作
漸
悦
貌
、
　
　
歴
歯
髪
重
過
歯
也
、

③
　
狙
作
漸
悦
貌
、
　
　
歴
歯
髪
垂
過
歯
也
、

④
　
狙
作
漸
悦
貌
、
　
　
歴
歯
髪
垂
過
歯
也
、

⑤
　
浪
作
漸
悦
貌
、
　
　
歴
歯
髪
重
過
歯
也
、

⑥
　
狙
作
漸
塊
貌
、
　
　
歴
歯
髪
垂
過
歯
也
、

蠣
音
○
反
起
貌
、

堀
音
q
扇
起
貌
、

嘱
音
嘲
扇
起
貌
、

堀
音
嘲
粛
赴
貌
、

（
刻
字
摩
滅
）

以
上
、
「
個
勃
」
　
の
部
分
の
異
同
が
特
徴
的
で
あ
る
。
②
以
下
は
、
「
侶
」
　
に

変
化
が
あ
り
、
②
の
○
は
③
に
も
引
き
継
が
れ
る
が
、
こ
の
字
は
判
読
困
難
で

あ
る
。
こ
れ
に
鑑
み
て
か
、
④
以
下
は
　
「
窟
」
・
「
掘
」
　
に
換
え
て
い
る
。
こ

の
部
分
の
了
解
に
苦
し
ん
だ
か
、
⑥
で
は
こ
の
部
分
を
消
去
し
た
の
か
、
文
字

が
削
り
取
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
「
○
反
」
は
、
①
「
内
閣
文
庫
」
本
の
「
侶

勃
」
　
が
正
し
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
．
②
が
　
「
○
反
」
　
に
誤
り
刻
し
、
③
が

こ
れ
を
誤
り
受
け
継
ぎ
、
④
が
　
「
O
」
字
の
問
題
点
に
注
目
し
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

【
第
五
十
章
】

［
原
文
］
晋
挑
家
婦
楊
氏
者
、
閤
人
符
承
祖
之
母
嫉
也
、
家
貧
、
承
祖
寵
貴
、

姻
親
事
求
利
潤
、
惟
楊
濁

不
屑
、
嘗
謂
其
姉
日
、
錐
有
一
時
之
柴
、
不
若
妹
有
無
憂
之
欒
、
妨
毎
遣
其
衣

服
、
多
不
受
、
強
輿
之
、
則
云
、
我
夫
家
世
貧
、
好
衣
美
服
、
使
人
不
安
、
輿

之
奴
脾
、
則
云
、
我
家
無
食
、
不
能
供
給
、
終
不
肯
受
、
常
着
破
衣
、
自
執
努

事
、
承
祖
見
之
、
意
其
家
不
賑
給
、
謂
母
日
、
何
令
嬢
若
是
、
母
語
以
故
、
不

信
也
、
遣
車
迎
之
、
不
赴
、
強
抱
置
車
中
、
則
大
笑
日
、
汝
欲
殺
我
、
由
是
符

家
内
外
、
皆
競
慮
痴
焼
、
及
承
祖
敗
、
有
司
執
其
二
嫉
、
至
殿
庭
致
法
、
以
挑

氏
婦
衣
裳
弊
障
、
特
免
其
罪
、
［
開
音
奄
、
欒
音
絡
、
強
倶
上
聾
、
志
朗
桂
切
、
］

論
日
。
此
以
安
貧
而
得
免
禍
者
也
、
不
義
而
富
、
必
有
後
災
、
貧
何
負
於
人

哉
、
　
右
第
五
十
章
、

え

ん

じ

ん

　

　

　

　

は

は

の

い

も

う

と

晋
の
挑
家
の
婦
、
楊
氏
な
る
者
は
、
閑
人
符
承
祖
の
母
　
妖
な
り
。
家
、

貧
し
。
承
祖
、
寵
貴
せ
ら
る
。
姻
親
、
率
い
て
利
潤
を
求
む
。
雁
だ
楊
の
み
濁

り
屑
と
せ
ず
。
嘗
て
其
の
妹
に
謂
い
て
日
わ
く
、
一
時
の
柴
有
り
と
錐
も
、
妹

に
無
憂
の
楽
し
み
有
る
に
若
か
ず
と
。
妹
、
毎
に
其
の
衣
服
を
遣
る
も
、
受
け

ざ
る
こ
と
多
し
。
強
い
て
之
れ
を
輿
う
れ
ば
、
則
ち
云
う
、
我
が
夫
家
、
世
々

貧
し
く
し
て
、
好
衣
・
美
服
は
、
使
人
を
し
て
安
か
ら
ざ
ら
使
む
と
。
之
れ
に

奴
脾
を
輿
え
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
云
う
、
我
家
、
食
す
ら
無
し
、
供
給
す
る
能

わ
ず
と
。
終
に
肯
え
て
受
け
ず
。
常
に
破
衣
を
着
け
て
、
自
ら
努
事
を
執
る
。

・
フ
ら

承
祖
、
之
れ
を
見
て
、
其
の
家
の
賑
給
せ
ざ
る
を
恵
む
。
母
に
謂
い
て
日
わ
く
、

何
ぞ
嬢
を
し
て
是
く
．
の
若
く
な
ら
令
む
る
や
と
。
母
、
語
る
に
故
を
以
て
す
る

も
、
信
ぜ
ず
し
て
、
車
を
し
て
之
れ
を
迎
え
遣
む
る
も
、
赴
か
ず
。
強
い
て
抱

き
て
車
中
に
置
け
ば
、
則
ち
大
い
に
異
き
て
日
わ
く
、
汝
、
我
を
殺
さ
ん
と
欲

す
る
か
と
。
走
れ
に
由
り
て
符
家
の
内
外
、
皆
な
競
し
て
痴
娘
と
鳥
す
。
承
祖

の
敗
る
る
に
及
び
て
、
有
司
、
其
の
二
嬢
を
執
え
て
、
殿
庭
に
至
り
て
、
法
に

致
さ
ん
と
す
。
挑
氏
の
婦
は
、
衣
裳
、
弊
階
な
る
を
以
て
、
特
に
其
の
罪
を
免

ず
　
（
1
）
。

論
じ
て
日
う
。
此
れ
安
貧
な
る
を
以
て
し
て
、
而
し
て
禍
を
免
る
る
を
得
た

る
者
な
り
。
不
義
に
し
て
而
し
て
富
め
る
は
、
必
ず
後
の
災
有
り
。
貧
、
何
ぞ

人
に
負
わ
ん
や
　
（
2
）
。
　
　
　
右
、
第
五
十
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
『
魂
書
』
列
侍
第
八
十
列
女
博
に
、
「
挑
氏
婦
楊
氏
」
　
が
有
り
、
以
下

0
ノ

n
X
U
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の
よ
う
で
あ
る
。

お
ば

「
挑
氏
の
婦
、
楊
氏
な
る
者
は
、
閤
人
符
承
祖
の
嬢
な
り
。
家
、
貧
し
く
し

て
産
業
無
し
。
承
祖
、
文
明
太
后
の
寵
資
す
る
所
と
慮
る
に
及
び
て
、
親
姻
、

皆
な
利
潤
を
求
む
。
唯
だ
楊
の
み
濁
り
欲
せ
ず
。
常
に
其
の
姉
に
謂
い
て
日
わ

く
、
妹
に
一
時
の
柴
有
り
と
錐
も
、
妹
に
無
憂
の
楽
し
み
有
る
に
若
か
ず
と
。

姉
、
其
の
衣
服
を
遣
る
毎
に
、
受
け
ざ
る
こ
と
多
し
。
強
い
て
之
れ
を
輿
う
れ

ば
、
則
ち
云
う
、
我
が
夫
家
、
世
々
貧
し
く
し
て
、
好
衣
・
美
服
は
、
則
ち
人

を
し
て
安
か
ら
ざ
ら
使
む
と
。
之
れ
を
奴
姫
に
輿
え
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
云
う
、

我
家
、
食
す
ら
無
し
、
供
給
す
る
能
わ
ず
と
。
終
に
肯
え
て
受
け
ず
。
常
に
破

衣
を
著
け
て
、
自
ら
努
事
を
執
る
。
時
に
其
の
衣
服
を
受
く
る
も
、
著
け
ざ
る

．
b

こ
と
多
し
。
密
か
に
之
れ
を
埋
む
。
設
し
、
著
く
る
者
、
之
れ
を
汚
す
こ
と
有

れ
ば
、
而
る
後
に
服
す
。
承
祖
、
其
の
寒
樽
を
見
る
毎
に
、
深
く
其
の
母
を
恨

お
も

み
て
、
謂
え
ら
く
、
之
れ
に
供
給
せ
ず
と
。
乃
ち
其
の
母
に
啓
し
て
日
わ
く
、

今
、
承
祖
、
一
身
、
何
の
乏
少
な
る
所
あ
り
て
、
而
し
て
嬢
を
し
て
是
く
の
如

く
な
ら
使
め
ん
や
と
。
母
、
具
さ
に
以
て
之
れ
を
語
る
。
承
祖
、
乃
ち
人
を
し

て
乗
車
し
て
往
き
て
之
れ
を
迎
え
遣
む
る
に
則
ち
志
を
属
し
く
し
て
起
た
ず
。

か
つ
ぎ
あ
げ

人
を
し
て
彊
い
て
車
上
に
　
鼻
　
す
る
せ
遣
む
れ
ば
、
則
ち
大
い
に
巽
き
て
言

う
、
爾
、
我
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
か
と
。
是
れ
に
由
り
て
符
家
の
内
外
、
皆
な

競
し
て
癖
嬢
と
盛
す
。
承
祖
の
敗
る
る
に
及
び
て
、
有
司
、
其
の
二
嬢
を
執
え

て
、
殿
庭
に
至
る
。
一
塊
を
ば
法
に
致
す
も
、
挑
氏
の
婦
は
、
衣
裳
、
敵
陣
な

h
ソ
よ
し
ゆ

る
を
以
て
、
特
に
其
の
罪
を
免
ず
。
其
の
機
を
識
る
こ
と
、
呂
賓
と
錐
も
亦
た

如
か
ざ
る
な
り
。
」

せ
ぁ
る
。
『
北
史
』
列
侍
第
七
九
列
女
侍
に
も
、
「
挑
氏
婦
楊
氏
」
を
載
せ
る

が
、
文
字
の
異
同
が
一
・
二
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、
ま
と
め
は
『
親
書
』
に
同

じ
で
あ
る
。
藍
鼎
元
は
、
こ
れ
ら
を
基
本
資
料
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず

れ
と
は
断
定
し
難
い
。
強
い
て
云
え
ば
、
『
北
史
』
が
結
末
の
部
分
を
、
「
有

司
、
其
の
二
嬢
を
執
え
て
、
殿
庭
に
至
り
て
、
法
に
致
さ
ん
と
す
。
挑
氏
の
婦

つ
み

は
、
衣
裳
、
弊
階
な
る
を
以
て
、
特
に
其
の
皐
を
免
ず
。
」
と
ま
と
め
て
お
り
、

こ
れ
は
、
『
女
撃
』
に
酷
似
す
る
と
云
え
る
。
た
だ
し
、
全
体
的
に
は
、
そ
の

ま
と
め
か
た
の
独
自
性
は
希
薄
で
あ
る
。
呂
坤
『
閏
範
』
巻
三
に
、
「
符
承
祖

娩
↑
を
掲
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
桃
の
婦
、
楊
氏
は
、
閤
人
符
承
祖
の
娩
な
り
。
家
、
貧
し
。
承
祖
、
文
明

太
后
の
寵
す
る
所
と
盛
り
て
、
家
、
錐
丙
を
累
ぬ
。
疎
遠
の
親
姻
も
、
皆
な
資

り
聴
り
て
柴
利
を
鳥
さ
ん
と
す
。
楊
の
み
は
一
の
求
む
る
所
無
し
。
嘗
て
其
の

姉
に
謂
い
て
日
わ
く
、
姉
に
一
時
の
柴
有
り
と
雌
も
、
妹
に
無
憂
の
欒
し
み
有

る
に
若
か
ず
と
。
妬
、
之
れ
に
衣
服
を
遣
る
に
、
受
け
ず
。
日
わ
く
、
我
が
夫

家
、
世
々
貧
し
く
し
て
、
美
服
は
、
其
の
宜
し
く
す
る
所
に
非
ず
と
。
之
れ
に

奴
脾
を
輿
え
ん
と
す
れ
ば
、
受
け
ず
。
日
わ
く
、
食
、
能
く
給
せ
ず
と
。
常
に

破
衣
を
着
け
て
、
自
ら
苦
事
を
執
る
。
承
祖
、
之
れ
を
恥
づ
。
乃
ち
人
を
し
て

乗
車
し
て
往
き
て
迎
え
遣
む
る
に
、
楊
、
臥
し
て
起
た
ず
。
従
者
、
彊
い
て
輿

上
に
鼻
す
る
せ
遣
む
れ
ば
、
則
ち
大
い
に
芙
き
て
日
わ
く
、
爾
、
我
を
殺
さ
ん

と
欲
す
る
か
と
。
符
家
の
内
外
、
皆
な
笑
い
て
、
祝
し
て
癖
嬢
と
鳥
す
。
承
祖

の
敗
る
る
に
及
び
て
、
誅
、
親
戚
に
及
ぶ
。
楊
氏
は
、
貧
宴
な
る
を
以
て
、
免

ぜ
ら
る
る
を
得
た
り
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
親
書
』
に
基
づ
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、

呂
氏
は
、
評
言
も
簡
略
に
し
、
煩
墳
な
文
章
は
適
当
に
省
略
し
て
、
そ
の
ま
と

0

0
ノ

め
は
独
自
で
あ
る
。
そ
の
評
言
に

な
ま
ぐ
さ
い
も
の

蝿
は
、
　
膵
　
に
集
ま
り
、
蟻
は
、

な

ま

ぐ

さ

い

も

の

　

　

　

　

　

　

み

壇
　
に
附
く
。
常
に
育
て
及
ぶ
な

れ
ば
、
即
ち
、
承
祖
、
敗
れ
ず
し
て
、
而
し
て
義
有
り
命
有
り
。
彼
の
富
貴
な

る
者
、
豊
に
宜
し
く
資
る
所
な
ら
ん
や
。
楊
嫉
、
癖
な
ら
ず
ん
ば
、
必
ず
し
も
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之
れ
を
成
敗
の
間
に
験
せ
ざ
り
し
な
ら
ん
。

と
い
う
。
ま
た
、
『
仇
英
絵
画
江
氏
列
女
博
』
巻
七
に
、
「
挑
氏
癖
嬢
」
を
載

せ
る
。「

六
朝
魂
の
内
侍
、
符
承
祖
、
事
を
用
う
。
親
姻
、
争
い
趨
き
附
し
て
利
を

た

　

　

　

　

い

な

求
む
。
其
の
従
母
娩
楊
氏
、
挑
氏
の
婦
盛
り
。
濁
り
否
む
。
嘗
て
承
祖
母
に
謂

い
て
日
わ
く
、
妹
に
一
時
の
柴
有
り
と
錐
も
、
妹
に
無
憂
の
欒
し
み
有
る
に
着

か
ず
と
。
之
れ
に
衣
服
を
輿
う
る
に
、
受
け
ざ
る
こ
と
多
し
。
彊
い
て
之
れ
を

輿
う
れ
ば
、
則
ち
日
わ
く
、
我
が
夫
家
、
世
々
貧
し
く
し
て
、
美
衣
服
は
、
人

を
し
て
安
か
ら
ざ
ら
使
む
と
。
巳
む
を
得
ず
し
て
、
或
い
は
受
く
れ
ど
も
而
れ

ど
も
之
れ
を
哩
む
。
之
れ
に
奴
脾
を
輿
え
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
云
う
、
我
家
、

食
す
ら
無
し
、
飼
す
る
能
わ
ず
と
。
常
に
契
衣
を
著
け
て
、
自
ら
勤
苦
を
執
る
。

承
祖
、
車
を
し
て
之
れ
を
迎
え
遣
む
る
も
、
肯
え
て
起
た
ず
。
彊
い
て
人
を
し

て
車
上
に
抱
き
て
車
上
に
置
か
使
む
れ
ば
、
則
ち
大
い
に
異
き
て
日
わ
く
、
爾
、

我
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
か
と
。
是
れ
に
由
り
て
符
氏
の
内
外
、
競
し
て
癖
嬢
と

虞
す
。
承
祖
の
敗
る
る
に
及
び
て
、
有
司
、
其
の
二
娘
を
執
え
て
、
殿
延
に
至

る
。
其
の
一
妹
を
ば
法
に
伏
す
る
も
、
魂
主
、
一
棟
の
貧
敵
な
る
を
見
て
、
特

に
之
れ
を
赦
す
。
君
子
謂
う
、
桃
氏
の
婦
、
先
見
有
り
て
而
し
て
非
義
の
物
を

受
け
ず
と
。
詩
に
日
わ
く
、
既
に
明
且
つ
哲
に
し
て
以
て
其
の
身
を
保
ん
ず
と
。

此
れ
を
之
れ
謂
う
。
」

と
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
も
『
魂
書
』
を
基
本
資
料
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

ま
と
め
は
独
自
で
、
特
に
用
語
は
、
独
特
に
工
夫
し
て
い
る
。
注
氏
の
評
言
に
、

す

「
蔵
に
稀
す
、
食
、
人
に
浮
ぐ
れ
ば
、
寧
ろ
、
人
、
食
に
浮
ぐ
と
。
誠
に
、

食
、
人
に
浮
ぐ
る
こ
と
を
鳥
さ
ば
、
人
の
害
す
る
こ
と
有
ら
ざ
れ
ば
、
必
ず
天

刑
有
ら
ん
。
是
こ
を
以
て
、
君
子
、
其
の
力
に
非
ず
ん
ば
食
せ
ず
し
て
、
而
し

き
び
し
く
つ
つ
し
む

て
素
餐
に
願
　
蝕
す
る
な
り
。
承
祖
、
能
薄
く
し
て
而
し
て
寵
探
し
。
功
無

く
し
て
而
し
て
家
昌
す
。
致
害
、
立
ち
て
待
つ
可
し
。
走
れ
陶
苔
子
の
妻
、
巳

に
之
れ
が
良
方
を
試
み
た
る
な
り
。
癖
嫉
、
濁
見
し
て
此
れ
に
及
ぶ
。
彼
、
其

て
か
せ
あ
し
か
せ

の
衣
服
を
視
れ
ば
、
即
ち
桂
　
桔
な
り
と
し
、
其
の
迎
車
を
視
れ
ば
、
帥
ち

し
ゅ
う
じ
ん
ぐ
る
ま

檻
　
車
な
り
と
し
、
其
の
奴
脾
を
視
れ
ば
、
即
ち
我
を
捕
詰
・
拘
錮
す
る
者

な
り
と
す
。
燭
夫
、
之
れ
を
萌
に
禍
幾
と
し
て
、
而
し
て
自
ら
苦
獲
・
陥
排
よ

り
脱
す
。
故
に
、
人
、
以
て
我
を
癖
と
鳥
す
は
、
以
て
智
と
烏
す
な
り
と
。
」

と
い
う
。
こ
れ
も
、
己
の
資
質
を
充
分
わ
き
ま
え
て
、
物
質
・
名
誉
へ
の
対
応

を
配
慮
す
べ
L
と
の
古
来
の
教
訓
の
観
点
で
評
論
し
て
い
る
。
な
お
、
康
基
淵

『
女
撃
纂
』
も
巻
下
、
「
姉
妹
」
に
「
挑
婦
楊
氏
」
の
伝
を
掲
げ
る
が
、
こ
れ

は
、
呂
坤
『
閏
範
』
の
ま
と
め
を
そ
の
ま
ま
再
録
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
伝

後
に
楊
氏
を
評
論
し
て
、

「
分
に
非
ざ
る
を
受
け
ざ
る
は
、
義
な
り
。
往
き
て
迎
え
る
に
起
た
ざ
る
は
、

貞
な
り
。
微
を
見
て
著
を
知
る
は
、
寧
ろ
癖
母
の
巧
智
な
り
。
女
子
に
し
て
而

た
よ
り
な
き
も
の

し
て
此
の
大
識
力
を
具
う
。
癖
嬢
の
墾
田
よ
り
之
れ
を
甘
受
せ
ん
。
氷
　
山

も
た

に
弄
れ
る
者
、
亦
た
以
て
悦
づ
可
き
な
り
。
」

と
い
う
。
こ
こ
で
、
楊
氏
を
、
義
と
貞
の
観
点
で
評
価
し
、
ま
た
、
「
微
を
見

て
著
を
知
る
」
見
識
を
、
女
子
で
あ
り
な
が
ら
と
い
う
角
度
か
ら
評
価
す
る
の

は
、
女
性
の
見
識
を
控
え
て
捉
え
よ
う
と
す
る
女
性
的
な
女
性
観
に
よ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
男
性
の
観
点
で
女
性
を
評
価
す
る
場
合
に
も
、
こ
の
傾
向
が
全

く
な
い
と
は
云
え
な
い
が
、
や
や
、
異
な
っ
た
姿
勢
も
有
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
物
質
・
名
誉
欲
へ
の
自
己
規
制
に
お
け
る
女
性
の
独
特
の

感
性
を
掲
げ
て
讃
え
る
の
は
、
女
性
が
、
日
常
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
限

度
を
越
え
る
華
美
へ
の
希
求
を
持
ち
や
す
い
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
、
思
い
上
が
っ
た
華
美
が
、
己
に
災
い
す
る

0
ノ
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こ
と
を
、
男
性
と
は
異
な
っ
た
観
点
で
察
知
で
き
る
予
知
と
も
い
え
る
良
能
を
、

知
深
き
女
性
は
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
示
唆
し
た
い
の
で
あ

ろ
う
。
男
性
は
、
社
会
活
動
の
現
場
の
体
験
を
通
し
て
、
過
剰
な
欲
望
追
求
が

危
険
で
あ
る
こ
と
を
知
る
契
機
を
豊
か
に
持
つ
が
、
逆
に
現
実
の
諸
現
象
に
巻

き
込
ま
れ
て
、
麻
痩
し
た
り
、
過
激
に
破
滅
的
に
疾
駆
し
や
す
い
多
く
の
危
機

の
中
に
l
居
る
と
も
云
え
る
だ
ろ
う
。
女
性
は
、
男
性
と
は
全
く
異
な
っ
た
生
活

条
件
の
中
に
居
る
故
に
、
或
る
意
味
で
は
、
事
の
成
り
行
き
や
未
来
の
展
望
が
、

時
と
し
て
冷
静
に
見
通
せ
る
存
在
で
も
あ
る
。

女
性
に
対
す
る
安
貧
の
教
訓
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
観
と
も
関
連
し
て
い
る

と
云
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

◎
『
典
故
列
女
博
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
開
音
掩
、
宮
監
也
、
　
　
　
表
音
恵
、
怒
恨
也
、

闇
は
、
音
掩
。
宮
監
な
り
。
　
　
　
意
は
音
恵
。
怒
り
恨
む
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
醐
音
滝
、
剖
監
也
、

③
　
開
音
掩
、
瑚
監
也
、

④
　
開
音
掩
、
瑚
監
也
、

⑤
　
○
音
滝
、
剖
監
也
、

⑥
　
開
音
滝
、
監
也
、

と
あ
る
。
「
閤
」
・
「
宮
」

意
音
恵
、
怒
恨
也
、

意
音
恵
、
怒
恨
也
、

意
音
憲
、
怒
恨
也
、

患
音
恵
、
怒
恨
也
、

意
音
憲
、
怒
恨
也
、

字
に
つ
い
て
の
異
同
が
あ
る
。

「
閤
」
　
に
つ
い
て
、

⑤
は
、
門
が
ま
え
の
中
が
字
体
不
明
で
あ
る
。
「
宮
」
　
に
つ
い
て
、
「
官
」
　
に

つ
く
る
も
の
、
字
を
脱
す
る
も
の
が
あ
る
。

【
第
五
十
一
章
】

［
原
文
］
廉
靖
先
生
劉
愚
妻
、
報
沸
徐
氏
女
也
、
幼
有
志
操
、
姑
子
富
、
母
欲

以
字
之
、
徐
泣
日
、
願
得
有
志
行
者
事
之
」
　
鴻
鵠
富
人
妻
不
願
也
、
時
愚
通
産

撃
、
隠
居
教
授
、
詩
碑
之
、
乃
許
、
既
蹄
愚
。
結
慮
城
南
以
居
、
穣
垣
敗
壁
、

蓬
育
粛
然
、
時
著
書
以
自
適
、
徐
機
梓
佐
之
、
姜
如
也
、
一
目
愚
懐
敷
金
以
蹄
、

徐
大
怒
、
愚
出
書
、
則
諸
生
所
具
束
惰
也
、
乃
受
之
、
後
愚
烏
安
郷
令
卒
、
士

友
私
誼
日
廉
靖
君
、
妻
之
助
也
、
［
行
去
啓
］
　
　
　
　
　
右
第
五
十
一
章

廉
靖
先
生
劉
愚
の
妻
、
龍
源
の
徐
氏
の
女
な
り
。
幼
く
し
て
志
操
有
り
。

ち

ち

の

し

ま

い

の

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

ん

や

く

姑
　
　
子
、
富
め
り
。
母
、
以
て
之
れ
字
せ
ん
と
欲
す
。
徐
、
泣
き
て
日
わ

く
、
願
わ
く
は
志
行
有
る
者
を
得
て
之
れ
に
事
え
ん
。
濁
り
富
人
の
妻
と
慮
る

の
み
は
願
わ
ざ
る
な
り
と
。
時
に
、
愚
、
脛
撃
に
通
ず
。
隠
居
し
て
教
授
す
。

と
つ

之
れ
を
聴
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
乃
ち
許
す
。
既
に
愚
に
蹄
ぐ
。
底
を
城
南
に
結

く
ず
れ
が
き
　
　
　
　
　
　
か
ペ
お
ち
　
　
く
さ
む
し
て
　
　
も
の
さ
び
し

び
て
以
て
居
る
。
頭
垣
に
し
て
敗
壁
、
蓬
嵩
、
蒼
然
た
り
。
時
に
書
を
著

は
た
お
り
す
る

わ
し
て
以
て
自
適
す
。
徐
、
機
　
梓
も
て
之
れ
を
佐
け
て
、
妾
如
た
り
。
一
日
、

か
き
も
の

愚
、
敷
金
を
懐
に
し
て
以
て
締
る
。
徐
、
大
い
に
怒
る
。
愚
、
書
を
出
せ
ば
、

に
ゆ
う
が
く
き
ん

則
ち
諸
生
の
具
う
る
所
の
束
　
傾
な
り
。
乃
ち
之
れ
を
受
く
。
後
、
愚
、
安

郷
令
と
鳥
り
て
卒
す
。
士
友
、
私
に
誼
し
て
廉
靖
君
と
日
う
。
妻
の
助
け
あ
る

な
り
　
（
1
）
。
［
行
は
、
去
聾
。
］
　
右
、
第
五
十
一
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
原
文
「
頚
垣
敗
壁
」
を
、
④
本
は
、
「
鋼
垣
敗
壁
」
に
作
る
。

『
宋
史
』
列
博
二
百
十
八
、
隠
逸
下
に
、
「
劉
愚
」
　
の
伝
が
有
り
、
そ
の
末

尾
に
、
妻
の
伝
記
を
掲
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
劉
愚
、
字
は
必
明
、
衛
州
の
龍
源
の
人
な
り
。
…
…
…
年
、
八
十
三
に
し

て
而
し
て
卒
す
。
故
友
、
其
の
門
人
と
輿
に
、
私
に
誼
し
て
謙
靖
先
生
と
臼
う
。

後
に
、
又
た
註
し
て
靖
君
と
日
う
。
郷
郡
、
之
れ
を
両
る
。
妻
、
徐
氏
、
家
に

2
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在
り
し
時
、
其
の
母
、
終
に
以
て
姑
子
の
富
め
る
者
に
嫁
が
し
め
ん
と
す
。
徐
、

泣
き
て
日
わ
く
、
富
人
の
妻
と
残
る
こ
と
は
願
わ
ざ
る
な
り
と
。
遂
に
愚
に
蹄

ぐ
。
破
屋
中
に
居
り
て
、
一
に
機
梓
を
事
と
す
。
愚
、
嘗
て
白
金
を
懐
に
し
て

締
る
。
徐
、
怒
り
て
日
わ
く
、
我
、
子
を
以
て
賢
と
慮
し
て
而
し
て
是
く
の
若

つ
つ
し

く
重
み
具
し
て
蹄
ぐ
と
。
愚
、
書
を
出
し
て
以
て
束
情
の
得
な
る
を
示
す
。

乃
ち
巳
む
。
」

と
あ
る
。
『
宋
史
』
列
女
侍
に
は
、
「
劉
愚
妻
」
伝
を
列
し
て
い
な
い
。
藍
鼎

元
が
こ
れ
を
典
拠
と
し
た
か
ど
う
か
、
明
確
に
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
独
自

の
ま
と
め
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
『
仇
英
絵
図
江
氏
列
女
侍
』
巻
十
一

に
、
「
劉
愚
妻
」
　
を
載
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
采
の
劉
愚
の
妻
は
、
徐
氏
の
女
な
り
。
劉
愚
、
太
撃
に
入
る
。
江
陵
府
教

え
ら
ぴ
だ

授
に
調
さ
れ
、
安
郷
願
令
に
移
り
て
、
憲
政
有
れ
ど
も
、
仕
進
す
る
を
欒
し

ま
ず
し
き

ま
ず
。
遂
に
致
任
す
。
徐
氏
、
貧
宴
に
甘
ん
じ
、
機
梓
を
事
と
す
。
愚
、
白
金

を
懐
に
し
て
締
る
。
徐
、
怒
り
て
日
わ
く
、
我
、
子
を
以
て
賢
と
烏
し
て
而
し

て
是
く
の
若
く
重
み
令
し
て
蹄
ぐ
と
。
愚
、
書
を
出
し
て
以
て
示
せ
ば
、
則
ち

束
情
の
得
る
所
な
り
。
乃
ち
巳
む
。
君
子
謂
う
、
徐
氏
は
、
能
く
義
を
以
て
其

の
夫
を
正
す
。
種
に
日
わ
く
、
財
に
臨
み
て
は
、
苛
も
得
る
こ
と
母
か
れ
と
。

此
れ
を
之
れ
謂
う
な
り
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
宋
史
』
に
基
づ
い
て
、
簡
略
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
江
氏
の
評
言
に
、

「
夫
子
、
竿
に
利
を
言
い
て
、
而
し
て
利
に
放
る
に
於
い
て
す
る
者
は
、
直

お

そ

　

　

　

　

　

　

ふ

さ

に
怨
み
多
き
の
み
な
る
を
以
て
、
之
れ
を
慣
れ
て
利
の
源
を
窒
ぐ
な
り
。
故
に
、

い
ま
し

田
稜
の
母
、
其
の
子
の
金
を
受
け
た
る
を
規
め
て
、
今
に
干
い
て
烈
と
盛
る
。

く

ら

　

　

ほ

ま

れ

而
し
て
劉
愚
の
妻
、
其
の
夫
の
貨
を
ば
取
る
を
恐
る
。
古
に
視
べ
て
光
有
る

は
、
勤
労
に
安
ん
じ
て
、
苛
も
得
る
こ
と
を
焦
さ
ず
、
必
ず
其
の
義
に
合
し
て
、

な

而
る
後
に
受
け
た
る
と
こ
ろ
な
り
。
婦
人
に
し
て
而
し
て
廉
靖
の
風
有
る
、
誕

ん
ぞ
得
こ
と
多
L
と
せ
ん
や
。
彼
の
け
璽
貨
の
夫
な
る
も
の
も
亦
た
悦
づ
可
き

な
り
。
」

と
い
う
。
『
女
撃
』
で
は
、
こ
の
伝
記
は
、
女
性
の
安
貧
を
讃
え
る
た
め
に
掲

げ
て
紹
介
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
や
や
着
眼
点
が
異
な
る
。
劉
愚
の
妻

が
、
夫
を
不
正
の
金
品
受
領
の
非
義
に
お
い
て
正
し
た
点
に
注
目
し
、
田
稜
の

母
と
並
べ
て
、
特
に
そ
の
倫
理
観
の
廉
潔
の
点
で
評
価
す
る
。

な
お
、
劉
開
『
廉
列
女
侍
』
巻
十
、
女
範
類
下
に
、
「
劉
愚
妻
」
を
載
せ
る
。

典
拠
を
『
宋
史
』
と
す
る
が
、
な
ぜ
か
、
む
し
ろ
『
女
撃
』
の
ま
と
め
に
近
い

と
こ
ろ
が
多
い
。

「
廉
靖
先
生
劉
愚
の
妻
、
瑚
噂
．
．
徐
氏
。
髄
掛
の
人
な
り
。
菩

る
と
き
よ
り
、
志
操
有
り
。
姑
子
、
富
め
り
。
母
、
以
て
之
れ
に
字
せ
ん
と
欲

す
。
徐
、
泣
き
て
日
わ
く
、
願
わ
く
は
志
行
有
る
者
を
得
て
之
れ
に
事
え
ん
。

濁
り
宮
人
の
妻
と
盛
る
の
み
は
願
わ
ざ
る
な
り
と
。
時
に
、
愚
、
繹
撃
に
通
ず
。

隠
居
し
て
教
授
す
。
之
れ
を
碑
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
乃
ち
許
す
。
既
に
愚
に
締

ぐ
。
底
を
城
南
に
結
び
て
以
て
居
る
。
類
垣
に
し
て
敗
壁
、
蓬
嵩
、
粛
然
た
り
。

書
を
著
わ
し
て
以
て
白
適
す
。
徐
、
機
抒
も
て
之
れ
を
佐
け
て
、
樹
如
た
り
。

一
日
、
愚
、
白
l
金
鋤
鋤
を
懐
に
し
て
以
て
締
る
。
徐
、
劉
引
可
日
l
わ
く
。
妾
、

月
」
っ
「
当
月
「
．
∴
・
な
．
㌦
‥
了
．
・
∴
↑
∴
∴
．
．
日
．
∴

粛
可
倒
瑚
司
瑚
幻
。
愚
、
書
を
出
せ
ば
、
則
ち
諸
生
の
具
う
る
所
の
束
傾
な
り
。

乃
ち
之
れ
を
受
く
。
後
、
愚
、
安
郷
令
と
薦
り
て
卒
す
。
士
友
、
私
に
誼
し
て

廉
靖
君
と
日
う
。
妻
の
助
け
あ
る
な
り
。
」

と
あ
る
。
傍
線
部
分
が
『
女
撃
』
と
表
現
を
異
に
す
る
。
↓
頒
」
　
に
、

賢
を
揮
び
て
蹄
ぎ
、
貧
に
安
じ
て
自
ら
守
る
。
夫
、
廉
を
以
て
稀
せ
ら
る
る

は
、
内
助
有
る
が
鳥
め
な
り
。
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と
あ
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
旗
音
魅
、
敗
壊
也
、

頚
は
、
音
魅
。
敗
墳
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
漢
音
魅
、
敗
壌
也
、

③
　
類
音
魅
、
敗
壊
也
、

④
　
刺
音
剥
、
敗
墳
也
、

⑤
　
漢
音
週
、
敗
壌
也
、

⑥
　
無
し

以
上
、
特
に
④
の
　
「
魂
音
泰
l
」

の
異
文
が
目
立
つ
。
④
は
、
本
文
も
、
「
銅
垣

敗
壁
」
　
に
作
る
。
異
文
の
理
由
が
不
明
で
あ
る
。

【
第
五
十
二
章
】

［
原
文
］
　
李
氏
、
巴
長
卿
妻
也
、
長
卿
家
徒
四
壁
、
李
氏
虞
之
惜
然
、
姉
妹
有

適
郷
姓
者
、
甚
富
、
而
笑

之
、
李
亦
不
以
盛
怪
、
遂
作
巴
家
富
詩
、
其
詞
日
、
誰
道
巴
家
書
、
巴
家
十
倍

郷
、
池
中
羅
水
馬
、
庭
下

列
的
牛
、
燕
麦
分
無
数
、
檎
餞
散
不
収
、
夜
来
添
辟
富
、
新
月
掛
銀
釣
、

論
日
、
姉
妹
之
間
、
侍
富
噴
貧
、
人
情
所
難
堪
也
、
李
氏
賦
詩
自
解
、
無
怨

恨
不
平
之
気
、
反
以
源
戯
出
之
、
人
品
之
高
、
不
可
及
臭
、
　
　
　
右
第
五
十

二
章
。李

氏
は
、
巴
長
卿
の
妻
な
り
。
長
卿
、
家
は
徒
に
四
壁
あ
る
の
み
。
李
氏
、

之
れ
に
慮
り
て
悟
然
た
り
。
姉
妹
の
郷
姓
に
適
く
者
有
り
て
、
甚
だ
富
め
り
。

而
し
て
之
れ
を
笑
う
。
李
も
亦
た
以
て
怪
と
痛
さ
ず
。
遂
に
巴
家
富
め
る
の
詩

く
る

を
作
る
。
其
の
詞
に
日
わ
く
、
誰
か
遣
う
、
巴
の
家
書
し
む
と
。
巴
の
家
、
郷

あ

げ

ん

ぽ

　

つ

ら

　

　

　

　

　

か

た

つ

む

り

　

　

　

　

か

ら

す

む

ぎ

　

あ

ま

ね

に
十
倍
す
。
池
中
に
、
水
馬
を
羅
ね
、
庭
下
に
的
牛
を
列
ぬ
。
燕
麦
、
分

に

れ

の

さ

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に

わ

か

の

と

み

き
こ
と
敷
う
る
す
べ
無
く
、
喩
錬
、
散
じ
て
収
ま
ら
ず
。
夜
乗
は
額
　
富
を

ぎ
ん
の
す
だ
れ

添
え
、
新
月
は
銀
　
釣
を
掛
く
　
（
1
）
。

論
じ
て
日
う
。
姉
妹
の
間
、
富
め
る
を
悼
み
て
貧
な
る
を
噴
う
。
人
情
の
堪

え
難
き
所
な
り
。
李
氏
、
詩
を
賦
し
て
自
ら
解
き
て
、
怨
恨
・
不
平
の
気
無
し
。

反
り
て
源
戯
を
以
て
之
れ
を
出
だ
す
は
、
人
品
の
高
き
こ
と
、
及
ぶ
可
か
ら
ざ

る
な
り
　
（
2
）
。
　
　
　
右
、
第
五
十
二
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
こ
こ
と
直
接
に
関
連
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
貧
乏
に
つ
い
て
、
『
淵

鑑
類
函
』
巻
二
八
七
　
「
貧
」
　
に
、
雀
鴻
『
後
燕
録
』
を
引
き
、
「
貌
郡
の
王
高
、

秦
の
末
に
餞
乱
あ
り
。
父
母
兄
弟
の
死
す
る
者
十
有
五
人
な
り
。
飢
え
て
泰
蕾

を
食
い
、
寒
く
し
て
草
衣
を
衣
る
。
家
、
貧
し
く
し
て
、
徒
だ
に
四
壁
有
る
の

み
。
」
　
と
掲
げ
る
。
貧
乏
で
あ
る
こ
と
を
逆
手
に
、
水
馬
・
嫡
牛
・
燕
麦
・
檎

錘
・
辟
富
・
銀
釣
を
用
い
て
、
文
学
的
に
富
貴
と
し
て
こ
じ
つ
け
て
い
る
の
が

面
白
い
。
し
か
し
、
物
質
欲
へ
の
反
撥
姿
勢
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
一
面
、
負
け

惜
し
み
の
感
も
強
い
。
こ
の
話
自
体
に
つ
い
て
は
、
貧
を
実
質
的
に
生
き
た
と

い
う
現
実
感
の
希
薄
で
あ
る
点
が
、
む
し
ろ
安
貧
を
説
得
す
る
迫
力
を
殺
い
で

い
る
。
こ
の
事
例
は
、
教
訓
伝
記
と
し
て
掲
げ
る
に
相
応
し
い
と
は
思
え
な
い
。

文
学
的
興
味
の
観
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分
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「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
水
馬
魚
名
、
牙
骨
堅
登
、
可
制
器
、
蝿
牛
虫
名
、
似
螺
負
殻
而
行
、

頭
有
雨
黒
角
、
燕
麦
野
稜
也
、
似
稗
棺
長
、
有
細
米
檎
花
、
結
賛
成
英
、
中
有

子
似
鎖
、
噴
音
痴
、
笑
也
、

つ
や
あ
り

水
馬
は
、
魚
名
な
り
。
牙
骨
、
堅
堂
　
に
し
て
、
器
を
制
す
可
し
。
蝿
牛
、

ま
き
が
い

虫
名
な
り
り
　
螺
に
似
て
殻
を
負
い
て
而
し
て
行
く
。
頭
に
南
つ
の
黒
角
有
り
。

ひ
え

燕
麦
、
野
稜
な
り
。
稗
に
似
て
精
々
長
し
。
細
米
の
ご
と
き
檎
花
有
り
て
、
結

さ
や

資
し
て
英
を
成
す
。
中
に
子
有
り
て
鐙
に
似
る
。
境
は
、
音
痴
、
笑
う
な
り
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
水
馬
」
を
魚
の
名
と
し
、
牙
骨
が
有
る
と
説
明
す
る
が
、

や
や
理
解
に
苦
し
む
。
『
本
草
』
　
の
　
「
海
馬
」
　
に
、
「
渾
名
に
、
水
馬
と
。
弘

景
日
わ
く
、
是
れ
魚
鍛
類
な
り
。
状
、
馬
形
の
如
し
。
云
々
」
　
と
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
　
「
た
つ
の
お
と
し
ご
」
　
の
こ
と
を
い
う
が
、
こ
れ
を
指
し
て
い
る
と
も
思

え
な
い
。
原
文
で
は
、
「
池
中
」
　
の
生
物
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
『
本
草
』
　
の

す
い
ぽ
う

「
水
曜
」
　
に
、
「
渾
名
に
、
水
馬
と
。
集
解
、
蔵
器
に
日
わ
く
、
水
覗
、
水
上

カ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぱ

か

り

に
群
遊
す
。
水
、
滑
れ
た
れ
ば
即
ち
飛
ぶ
。
長
さ
寸
許
に
し
て
、
四
脚
な
り
。

海
馬
の
水
馬
に
非
ず
。
」
　
と
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
　
「
あ
め
ん
ぼ
」
　
と
理
解
す
る
の

が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
杜
甫
の
　
「
白
帝
城
よ
り
船
に
放
り
て
塵
塘
峡
を
出
づ
」

の
詩
に
、
「
雁
見
、
水
馬
に
争
う
」
　
の
表
現
が
あ
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
水
馬
魚
朝
、
牙
骨
堅
司
、
可
制
器
、
蝿
牛
虫
名
、

雨
黒
角
、
燕
刻
野
稜
也
、
似
稗
柑
長
、
有
細
米
檎
花
、

鐘
、
囁
音
痴
、
笑
也
、

ヽ

③
　
水
馬
魚
名
、
牙
骨
聖
餐
、
可
制
器
、
蛸
牛
虫
名
、

両
黒
倒
、
燕
麦
野
櫻
也
、
似
稗
稗
長
、
有
細
米
愉
花
、

餞
、
噴
音
痴
、
笑
也
、

似
螺
負
必
而
行
、
頭
有

結
賛
成
英
、
中
有
子
似

似
螺
負
殻
而
行
、
頭
有

結
賓
成
葵
、
中
有
子
似

④
　
水
馬
魚
名
、
牙
骨
堅
坐
、
可
制
器
、
蛸
牛
虫
名
、
似
螺
負
殻
而
行
、
頭
有

両
黒
倒
、
燕
麦
野
稜
也
、
似
稗
稗
長
、
有
細
米
檎
花
、
結
貿
成
美
、
中
有
子
似

鏡
、
噴
音
痴
、
笑
也
、

⑤
　
水
馬
魚
嘲
、
牙
骨
堅
司
、
可
制
器
、
蛸
牛
虫
制
、
似
螺
負
必
而
行
、
頭
有

雨
黒
倒
、
燕
麦
野
積
也
、
似
稗
柑
長
、
有
細
剰
稔
花
、
結
賓
成
羽
、
中
有
子
似

錬
、
噴
音
痴
、
笑
也
、

⑥
　
無
し

以
上
、
傍
線
部
分
が
異
女
で
あ
る
。
②
と
⑤
に
お
け
る
異
文
部
分
に
類
似
が
確

認
さ
れ
る
。
他
の
個
所
の
頭
注
部
分
に
も
同
様
の
類
似
が
存
す
る
。
②
と
⑤
と

に
は
、
出
版
の
近
似
関
係
が
存
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
2
）
　
結
婚
後
の
姉
妹
間
で
、
貧
富
の
差
が
生
じ
た
場
合
の
問
題
で
あ
る
。
藍

鼎
元
は
、
人
情
の
堪
え
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
李
氏
が
教
養
を
背
景
と
し
た
超
越
的
対
応
し
た
の
を
、
人
品
が
高
い
と
評

価
し
、
李
氏
の
安
貧
精
神
を
称
え
る
。
堪
え
が
た
い
姉
妹
の
蔑
視
に
対
し
て
、

安
貧
の
精
神
を
堅
持
す
る
李
氏
な
れ
ば
こ
そ
、
高
潔
な
人
品
を
失
わ
な
い
で
居

れ
た
と
こ
ろ
を
、
藍
鼎
元
は
、
賞
賛
し
注
目
さ
せ
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

四
十
六
章
以
下
、
貧
を
憂
え
ず
、
貧
を
積
極
的
に
迎
え
入
れ
る
生
活
姿
勢
を

評
価
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
こ
の
よ
う
な
評
論
は
、
そ
れ
な
り

に
説
得
力
が
無
く
は
な
い
。
し
か
し
、
一
方
、
李
氏
と
い
う
弱
者
へ
の
同
情
の

姿
勢
が
垣
間
見
え
、
か
の
女
の
貧
を
笑
う
姉
妹
へ
の
、
安
貧
の
精
神
欠
落
の
批

判
も
、
逆
に
、
わ
ず
か
か
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
書
物
で
は
、
一
般
的
に
は
、
姉
妹
の
間
の
配
慮

の
や
り
取
り
が
紹
介
さ
れ
る
ケ
ー
ス
の
方
が
読
者
に
は
対
応
が
容
易
い
の
で
、

藍
鼎
元
の
掲
げ
る
こ
の
よ
う
な
事
例
に
は
、
や
や
奇
異
の
観
を
抱
く
む
き
も
あ

ろ
う
。

5

0
ノ



弓
．

002集02第究研撃典古洋東

〔
9
〕
　
「
恭
倫
之
徳
」

【
第
五
十
三
章
】
　
「
恭
俊
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言

［
原
文
］
隋
斎
后
述
志
賦
日
、
願
立
志
於
恭
倫
、
私
自
兢
於
誠
盈
、
執
有
念
於

知
足
、
筍
無
希
於
濫
名
、

又
日
、
居
高
思
危
、
持
浦
防
溢
、
知
悉
考
之
非
道
、
乃
掻
生
干
坤
詮
、
嗟
寵
辱

之
易
驚
、
尚
無
残
而
抱
二
　
履
謙
光
而
守
貞
、
且
願
安
乎
容
膝
、
珠
簾
玉
箔
之

奇
、
金
屋
堵
墓
之
美
、
錐
時
俗
之
崇
麗
、
蓋
吾
人
之
所
都
、
悦
締
総
之
不
工
、

堂
綿
竹
之
喧
耳
、
知
道
徳
之
可
尊
、
明
善
悪
之
由
己
、
［
謹
音
密
、
易
音
異
、
］

右
第
五
十
三
章
、

ず

い

　

し

ょ

う

こ

う

　

じ

ゆ

つ

し

ふ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

う

や

ま

い

つ

つ

し

む

隋
の
蔚
后
の
述
志
賦
に
日
わ
く
、
願
わ
く
は
、
志
を
立
つ
る
こ
と
恭
　
　
倫

ひ

そ

　

　

　

　

つ

つ

し

　

　

　

み

ち

る

を

い

ま

し

め

る

に
於
い
て
し
、
私
か
に
自
ら
兢
む
こ
と
誠
　
　
盈
に
於
い
て
せ
ん
、
執
か
足

み

だ

　

　

　

　

　

ね

が

る
を
知
る
を
念
ず
る
有
り
て
、
筍
く
も
名
を
濫
り
に
す
る
を
希
う
も
の
無
か
ら

あ

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

ご

ん
。
又
た
日
わ
く
、
高
き
に
居
り
て
危
う
き
を
思
い
、
満
ち
た
る
を
持
し
て
溢

る
を
防
ぐ
。
窓
考
の
非
道
な
る
を
知
り
て
、
乃
ち
坤
誼
に
穣
生
す
。
寵
辱
の
驚

き
易
き
を
嵯
き
て
、
無
慮
に
し
て
而
し
て
抱
一
す
る
を
尚
く
す
。
謙
光
に
し
て

而
し
て
貞
を
守
る
を
履
む
は
、
且
に
安
き
を
膝
を
容
る
る
に
願
わ
ん
と
す
る
な

り
。
珠
簾
・
玉
箔
の
奇
な
る
、
金
屋
・
珠
茎
の
美
な
る
、
時
俗
の
崇
麗
な
り
と

く

ず

ぬ

の

　

た

く

み

　

　

　

　

　

　

ま

雌
ど
も
、
蓋
し
吾
人
の
都
と
す
る
所
な
り
。
締
給
の
工
な
ら
ざ
る
を
愉
ず
る

こ

と

や

ふ

え

　

　

　

か

ま

び

す

は
、
豊
に
締
竹
の
耳
に
喧
　
し
か
ら
ん
。
道
徳
の
尊
ぶ
可
き
を
知
り
て
、
善

悪
の
己
に
由
る
を
明
ら
か
に
す
　
（
1
）
。
［
詮
は
、
音
密
。
易
は
、
音
異
。
］

右
、
第
五
十
三
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
蔚
后
は
、
隋
の
腸
帝
の
皇
后
。
梁
の
明
帝
の
女
で
、
開
皇
中
、
曹
王
の

妃
と
な
っ
た
が
、
煩
帝
が
即
位
し
て
皇
后
と
し
た
。
『
隋
書
』
列
侍
第
一
后
妃

や
『
北
史
』
列
侍
第
二
后
妃
下
に
、
「
后
、
性
、
娩
順
に
し
て
、
智
識
有
り
。

撃
を
好
み
、
文
を
属
す
る
を
解
す
。
頗
る
占
候
を
知
る
。
高
祖
、
大
い
に
之
れ

を
善
み
し
、
帝
、
甚
だ
焉
れ
を
寵
敬
す
。
」
　
と
あ
る
。
腸
帝
の
遊
幸
に
も
常
に

随
従
し
た
と
い
う
。

「
述
志
賦
」
　
は
、
斎
后
が
、
帝
の
失
徳
を
見
て
述
べ
た
も
の
。
こ
こ
に
掲
げ

た
の
は
そ
の
一
部
分
。

内
容
は
、
『
隋
書
』
　
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
「
積
善
の
鰊
慶
を

ち
り
と
り
・
ほ
う
き

承
け
、
箕
　
　
等
を
皇
庭
に
備
わ
る
。
備
名
の
立
た
ざ
る
を
恐
れ
て
、
格
に
累

お

こ

た

　

　

あ

ら

を
先
登
に
負
わ
ん
と
す
。
廼
ち
夙
夜
に
し
て
而
し
て
解
る
に
匪
ず
、
賓
に
玄

つ
つ
し
み
お
そ
れ
る

冥
に
寅
　
　
催
す
。
自
彊
し
て
而
し
て
息
ま
ず
と
錐
も
、
愚
喋
の
滞
る
所
を
亮

す
。
節
を
天
衛
に
喝
く
さ
ん
こ
と
を
思
い
、
才
か
に
心
を
追
え
ど
も
而
れ
ど
も

逮
ば
ず
。
定
に
庸
薄
の
多
幸
に
し
て
、
隆
寵
の
嘉
憲
を
荷
う
。
天
高
く
し
て
而

し
て
地
厚
き
を
頼
り
、
王
道
の
升
平
に
属
す
。
二
儀
の
積
載
を
均
し
く
し
、
日

月
と
輿
に
し
て
而
し
て
明
を
脅
し
く
す
。
廼
ち
春
生
ま
れ
て
し
か
し
て
夏
長
じ
、

と
・
も

品
物
を
等
し
く
し
て
而
し
て
同
に
柴
ゆ
。
願
わ
く
は
、
志
を
立
つ
る
こ
と
恭
倫

融
瑚
再
可
u
u
私
か
に
自
ら
兢
む
こ
と
誠
盈
に
於
い
て
せ
ん
、
敦
か
足
る
を
知

引
引
同
朋
封
切
到
当
日
。
。
l
瑚
d
瑚
剰
到
圃
男
周
刊
引
田
習
訂
再
刊
禦
刊
旬
1
惟

ち

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ふ

る

き

つ

ま

れ
至
徳
の
弘
深
に
し
て
、
情
、
馨
色
に
適
づ
か
ず
。
懐
啓
の
餞
恩
を
感
じ
、
故
釦

か

し

こ

き

あ

た

り

　

　

　

　

　

　

　

う

つ

く

し

き

め

　

た

ま

　

　

　

あ

や

ま

を
廣
　
極
に
求
む
。
不
世
の
殊
　
粉
を
切
わ
り
、
謬
り
て
非
才
に
し
て
而
し

て
職
を
奉
ず
。
何
ぞ
寵
禄
の
分
を
喩
え
た
る
、
胸
襟
を
撫
づ
る
も
而
れ
ど
も
未

だ
識
ら
ず
。
恩
光
に
沐
浴
す
と
錐
も
、
内
に
怒
憧
し
て
渇
し
て
累
息
む
。
微
弱

ま

こ

と

に

か

た

き

　

　

　

　

　

　

　

く

つ

ろ

ぎ

お

る

の
寡
味
を
顧
み
て
、
令
淑
の
良
　
難
を
思
う
。
寛
に
啓
　
虞
に
追
あ
ら
ず
、

賂
た
何
の
情
も
て
而
し
て
自
ら
安
ん
ぜ
ん
。
深
き
に
臨
み
て
薄
き
を
履
み
、
心
、

戦
懐
す
る
こ
と
其
れ
寒

き
が
如
し
。
刻
川
副
到
り
瑚
引
つ
ヨ
呵
u
d
必
羽
判
別
引
日
劇
可
。
1
－
瑚
吋
園
外
可

′
0

0
ノ
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瑚
q
q
喝
瑚
到
甜
引
。
．
悉

司
叫
淵
瑚
瑚
別
封
軸
外
可
、
l
乃
ち
坤
誼
に
撮
生
す
。
寵
辱
の
驚
き
易
き
を
嗟
き

て
、
無
慮
に
し
て
而
し
て
抱
一
す
る
を
尚
く
す
。
謙
光
に
し
て
而
し
て
貞
を
守

瑚
到
腐
融
融
1
融
河
刻
割
判
岡
引
珂
割
引
唱
判
り
引
C
l
J
封
遡
引
．
。
l
」
測
感
「
T
l
玉
l

凋
司
．
1
剣
劇
」
痢
感
扇
美
な
る
、
時
俗
の
崇
麗
な
畑
と
雌
ど
融
1
劃
皿
l
u

割
人
l
叫
岡
引
判
別
醐
融
引
4
感
謝
の
工
な
ら
ざ
る
を
悦
ず
る
は
「
葺
け
組
側
誠

司
吋
嘲
り
呵
珂
句
1
遺
徳
l
の
尊
ぶ
可
き
を
知
り
て
、
。
善
到
瑚
初
日
吋
判
別
到
判
別

吋
刊
1
墾
す
願
の
俗
慮
を
蕩
い
て
、
乃
ち
繹
史
を
伏
鷹
す
。
歳
誠
を
綜
し

は

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

ペ

お

さ

め

て
以
て
心
を
訓
し
、
女
園
を
戟
し
て
而
し
て
軌
と
作
す
。
古
賢
の
令
範
に
遵
い

よ
く
と
ど
ま
る

て
、
福
禄
の
能
　
絵
を
葉
う
。
時
に
窮
に
循
い
て
而
し
て
三
省
し
、
今
の
背
に

し
て
而
し
て
昨
の
非
な
る
を
覚
る
。
黄
老
の
損
恩
を
噴
い
て
、
慮
善
の
蹄
す
可

一
よ

き
を
信
ず
。
周
姐
の
遺
風
を
慕
い
、
虞
妃
の
聖
則
を
美
－
む
。
先
哲
の
高
才
を
仰

ぎ
、
至
人
の
休
徳
を
貴
ぶ
。
質
、
非
薄
に
し
て
而
し
て
樅
し
難
く
し
、
心
、
悟

み
さ
お
た
だ
し
き

愉
に
し
て
而
し
て
惑
い
を
去
る
。
乃
ち
平
生
の
耽
　
介
に
し
て
、
賓
に
稽
義

の
遵
う
所
な
り
。
生
知
の
不
敏
な
り
と
錐
も
、
行
を
積
み
て
以
て
仁
を
成
さ
ん

こ
と
を
庶
う
。
達
人
の
蓋
寡
を
憧
れ
、
何
を
か
求
め
て
而
し
て
自
ら
陳
ず
る
と

謂
わ
ん
。
誠
に
素
志
は
之
れ
寓
し
難
く
、
筆
を
獲
麟
に
絶
つ
に
同
じ
う
せ
ん
。
」

と
あ
る
。

傍
線
部
分
が
『
女
撃
』
　
の
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
高
き
に

た
か

居
り
て
而
し
て
慮
を
危
く
し
、
満
に
慮
り
て
而
し
て
溢
る
を
防
ぐ
」
の
部
分
は
、

『
女
撃
』
　
で
は
変
形
し
て
い
る
。
な
お
、
『
北
史
』
に
て
は
、
「
夫
れ
高
き
に

居
り
て
而
し
て
危
き
を
必
と
し
、
毎
に
満
に
慮
り
て
而
し
て
溢
る
を
防
ぐ
」
　
に

作
る
。
そ
の
他
の
細
か
な
異
同
に
つ
い
て
は
省
く
。

「
述
志
賦
」
　
は
、
『
文
苑
英
華
』
巻
九
十
七
に
も
載
せ
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
譜
音
密
、
安
静
也
、

謡
は
音
密
。
安
静
な
り
。

「
誼
音
密
」
　
は
、
原
注
に
も
見
え
る
。
こ
こ
は
、
「
安
静
也
」
　
を
掲
げ
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
謹
音
密
、
安
静
也

③
　
護
音
密
、
安
0
1
也

④
　
誼
音
密
、
安
静
田

⑤
　
護
音
密
、
安
静
也

⑥
　
無
し

③
本
の
○
は
、
「
辞
」
　
字
の
ご
と
く
見
え
．
る
が
、
不
明
瞭
で
あ
る
。
⑥
本
は
、

前
章
の
場
合
の
よ
う
に
、
頭
注
が
欠
落
し
て
い
る
。

◎
　
「
恭
俊
之
徳
」
　
に
つ
い
て
藍
鼎
元
の
論

謙
卑
自
牧
、
婦
人
之
盛
徳
也
、
愛
惜
物
力
、
開
聞
之
美
行
也
、
筍
富
且
貴
、

而
囁
老
淫
供
、
終
趨
覆
亡
、
則
恭
倹
不
可
不
撃
也
、
凡
人
一
生
福
澤
、
皆
有
天

限
、
宜
日
加
診
借
、
常
留
有
餞
不
悉
之
意
、
貴
而
能
下
、
則
人
不
憎
、
富
而
有

節
、
則
財
不
匿
、
稽
法
以
持
窮
、
澹
泊
以
明
志
、
匪
惟
養
徳
、
福
亦
裕
焉
、
述

恭
俊
之
徳
、
自
此
以
下
凡
五
章
、
［
行
去
撃
］

や

し

な

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぎ

い

さ

ん

　

た

い

せ

つ

に

謙
卑
に
し
て
自
ら
牧
す
る
は
、
婦
人
の
盛
徳
な
り
。
物
力
を
愛
惜
す
る

い
え
う
ち

は
、
開
聞
の
美
行
な
り
。
筍
し
く
も
富
み
且
つ
貴
き
に
、
而
か
も
疇
著
に
し
て

ほ
ろ
ぴ
る
　
お
も
む

淫
侠
な
れ
ば
、
終
に
覆
亡
に
趨
く
。
さ
す
れ
ば
則
ち
恭
倫
な
る
こ
と
学
ば
ざ

て
ん
の
さ
だ
め

る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
凡
そ
人
、
一
生
の
福
澤
に
は
、
皆
な
天
　
限
有
り
。
宜

み
ま
も
り
お
し
む

し
く
自
ら
診
　
情
を
加
う
べ
し
。
常
に
鰊
る
有
り
て
轟
く
さ
ざ
る
の
意
を
留

7
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め
て
、
貴
な
れ
ど
も
而
れ
ど
も
能
く
下
る
な
れ
ば
、
則
ち
人
憎
ま
ず
。
富
な
れ

せ

つ

ど

　

　

　

　

　

　

　

と

ぽ

ど
も
而
れ
ど
も
節
有
れ
ば
、
則
ち
財
匪
し
か
ら
ず
、
頑
法
、
以
て
窮
を
持
し
、

む

よ

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

こ

に

こ

れ

澹
泊
、
以
て
志
を
明
ら
か
に
し
て
、
匪
惟
、
徳
を
養
う
な
れ
ば
、
福
も
亦
た

裕
か
な
ら
ん
　
（
1
）
。
恭
俊
の
徳
を
述
ぶ
る
こ
と
、
此
れ
自
り
以
下
、
凡
そ
玉

章
な
り
。
［
行
は
、
去
聾
。
］

○
資
料
研
究

（
1
）
　
五
十
二
章
ま
で
　
「
安
貧
之
徳
」
　
を
取
り
上
げ
て
、
貧
へ
の
積
極
的
な
姿

勢
を
評
価
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
「
安
貧
」
　
に
お
け
る
倹
約
や
節
度
の
精
神

を
、
富
貴
の
立
場
に
お
い
て
も
、
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
掲
げ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
安
貧
は
、
究
極
の
状
況
に
お
い
て
も
、
家
と
家
族
を
放
棄
せ

ず
こ
れ
を
守
護
し
、
個
人
を
儒
教
家
族
制
に
止
め
奉
仕
さ
せ
る
基
本
的
な
要
請

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
方
、
安
貧
の
精
神
に
培
わ
れ
る
我
慢
と
努
力
は
、
未
来
の
目
標

と
し
て
の
富
貴
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
儒
教
家
族
制
の
希
望
が
な
い
。
『
易

経
』
坤
卦
の
文
言
侍
に
、
「
積
善
の
家
に
徐
慶
有
り
」
　
と
あ
る
よ
う
に
、
人
格

を
養
い
、
積
極
的
人
生
努
力
が
幸
福
を
呼
ぶ
と
い
う
観
点
も
用
意
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
家
が
勢
位
に
至
っ
た
状
況
に
つ
い
て
の
人
生
自
覚
を
も

語
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

富
貴
の
状
況
に
至
っ
た
家
運
を
維
持
し
て
い
く
の
も
、
や
は
り
著
修
に
甘
ん

じ
な
い
心
構
え
と
人
へ
の
礼
敬
や
謙
虚
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
な
い
し
精

神
は
、
安
貧
と
同
一
線
上
に
あ
る
。
「
安
貧
」
　
に
継
い
で
　
「
恭
倫
」
　
が
掲
げ
ら

れ
る
所
以
の
一
端
が
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
概
ね
勢
位
に
在
る
人
の
生
活
姿
勢
で

あ
る
。
か
か
る
高
位
の
貴
顕
の
位
置
に
在
っ
て
さ
え
も
、
囁
ら
ず
慢
心
せ
ず
、

努
力
を
重
ね
て
謙
虚
で
、
人
へ
の
配
慮
が
行
き
届
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
、
こ

れ
に
及
ば
ぬ
身
分
の
者
は
な
お
さ
ら
慎
重
な
人
生
対
処
が
必
要
で
あ
る
と
教
示

す
る
の
で
あ
る
。

著
を
戒
め
倹
を
評
価
す
る
指
摘
に
つ
い
て
、
『
論
語
』
述
而
篇
に
、
「
著
な

ご

う

ま

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

か

た

く

な

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

れ
ば
則
ち
不
遜
、
倹
な
れ
ば
則
ち
　
固
　
な
り
。
其
の
不
遜
な
ら
ん
興
り
は
寧

ヤ
ぷ
さ
か

ろ
園
な
れ
。
」
　
と
見
え
る
。
ま
た
、
倹
約
と
近
い
関
係
に
あ
る
者
　
の
問
題
点

に
つ
い
て
、
「
如
し
周
公
の
才
の
美
有
り
と
も
、
囁
り
且
つ
蕃
な
ら
し
め
ば
、

其
の
餞
は
観
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
」
　
と
い
う
。

『
顔
氏
家
訓
』
．
治
家
篇
に
、
家
を
運
営
す
る
上
で
の
心
構
え
と
し
て
、
こ
の

『
論
語
』
　
の
指
摘
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
然
か
ら
ば
則
ち

む
だ
を
せ
ず

倫
な
る
可
き
も
吉
な
る
可
か
ら
ざ
る
の
み
。
倫
な
る
者
は
、
省
約
な
る
を
も

せ

せ

こ

ま

し

く

　

　

　

こ

こ

ろ

や

さ

し

て
種
と
篤
す
の
謂
な
り
。
蕃
な
る
者
は
、
窮
　
急
に
し
て
　
榔
　
な
ら
ざ
る
の

．
も

謂
な
り
。
今
、
施
せ
ば
則
ち
香
り
、
倹
な
れ
ば
則
ち
苔
な
る
有
り
。
如
し
能
く

施
し
て
而
し
て
著
な
ら
ず
、
倫
に
し
て
而
し
て
蕃
な
ら
ざ
る
な
れ
ば
、
可
な
り
。
」

と
い
う
。

お
う
ち
ょ
う

魂
の
王
朝
の
『
家
裁
』
　
（
『
重
文
類
衆
』
巻
二
三
）
　
に
、
「
家
を
治
む
る
に
も
亦

け
ち

た
患
有
り
。
積
も
り
て
而
し
て
散
ず
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
都
債
の
累
有
り
云

々
」
　
と
あ
る
。

以
上
は
必
ず
し
も
女
性
へ
の
戒
め
で
は
な
い
が
、
直
接
に
家
を
運
営
す
る
女

性
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
諸
条
が
有
る
。

か
つ
た
ん

ま
ず
、
『
詩
経
』
周
南
の
葛
軍
序
に
、
「
葛
軍
は
、
后
妃
の
本
な
り
。
后
妃
、

み
ず
か
ら
け
ん
や
く
　
も
の
を
せ
つ
や
く

父
母
の
家
に
在
れ
ば
、
則
ち
志
女
功
の
事
に
在
り
。
窮
　
　
像
に
節
　
用
し

て
、
潮
濯
の
衣
を
服
し
云
々
」
　
と
あ
り
、
『
詩
集
侍
』
に
、
「
此
の
詩
、
后
妃
、

自
ら
作
る
所
な
り
。
…
…
然
れ
ど
も
、
此
れ
に
於
い
て
以
て
其
の
巳
に
貴
く
し

て
而
し
て
能
く
勤
め
、
巳
に
富
み
て
而
し
て
能
く
倫
に
、
巳
に
長
じ
て
而
し
て

00
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敬
、
師
借
に
弛
な
ら
ず
、
巳
に
嫁
し
て
而
し
て
孝
父
母
に
衰
え
ざ
る
を
見
す
な

り
。
走
れ
皆
徳
の
厚
き
に
し
て
、
而
し
て
人
の
難
し
と
す
る
所
な
り
。
」
　
と
い

ー
つ
0

司
馬
光
『
家
範
』
巻
九
に
、
「
葛
翠
、
后
妃
の
、
恭
倫
・
節
用
に
し
て
浣
濯

ま

の
衣
を
服
す
る
を
美
l
む
。
然
か
ら
ば
則
ち
婦
人
、
固
よ
り
倹
約
な
る
を
以
て
美

と
鳥
し
、
修
麗
な
る
を
以
て
美
と
焦
さ
ざ
る
な
り
。
」
　
と
い
う
。

そ
う
じ
や
く
し
ん

唐
の
宋
若
草
撰
と
い
わ
れ
る
『
女
論
語
』
の
螢
家
第
九
に
、
「
家
を
管
む
の

つ

づ

ま

や

か

　

　

　

つ

と

め

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

ま

け

る

女
は
、
惟
れ
　
俊
　
に
惟
れ
勤
な
る
べ
し
。
勤
な
れ
ば
則
ち
家
起
こ
り
、
慨

ぜ
い
た
く

な
れ
ば
則
ち
家
傾
く
。
倹
な
れ
ば
則
ち
家
富
み
、
著
な
れ
ば
則
ち
家
貧
し
云

々
」
　
と
あ
る
。
ま
た
、
唐
の
鄭
氏
撰
と
い
わ
れ
る
『
女
孝
経
』
　
の
夫
人
章
第
三

に
、
「
尊
に
居
り
て
は
能
く
約
に
、
位
を
守
り
て
私
無
く
、
そ
の
勤
労
に
審
ら

か
に
に
、
そ
の
視
聴
に
明
ら
か
な
る
。
」
と
あ
り
、
廣
要
道
第
十
二
に
は
、
「
財

に
臨
み
て
は
廉
に
、
輿
を
取
る
に
は
譲
に
し
て
、
苛
得
を
盛
さ
ず
。
動
き
て
は

必
ず
方
有
り
て
、
貞
順
・
勤
労
に
、
其
の
荒
怠
を
勉
に
す
。
」
　
と
い
う
。

明
の
仁
孝
文
皇
后
『
内
訓
』
節
倹
第
七
に
、

む
よ
く
ま
こ
と

薯
を
戒
む
る
者
は
、
必
ず
節
倹
を
先
に
す
。
夫
れ
澹
　
素
は
性
を
養
い
、
老

そ

こ

な

　

　

　

　

お

お

む

廃
は
徳
を
伐
う
。
人
、
率
ね
之
れ
を
知
る
も
、
而
れ
ど
も
取
舎
決
せ
ざ
る
は
、

ひ
き

何
ぞ
や
。
志
、
気
を
帥
い
る
能
わ
ず
、
理
、
情
を
御
す
る
こ
と
足
ら
ざ
れ
ば
な

や
ぷ
れ
ほ
ろ
び
る

り
。
是
こ
を
以
て
覆
　
敗
す
る
者
多
し
。

つ
つ
し
み

侍
に
日
わ
く
、
倫
は
聖
人
の
賛
な
り
と
。
又
た
日
わ
く
、
倫
は
徳
の
　
共
な

り
と
。
修
は
悪
の
大
な
る
な
り
と
。
夫
の
一
緒
の
烏
の
若
き
も
、
工
女
の
勤
に

出
で
、
一
粒
の
食
も
、
農
夫
の
努
に
出
づ
る
も
の
に
て
、
之
れ
を
致
す
こ
と
易

て
ん
の
た
ま
も
の
　
そ
こ
な
い
た
や
す

き
に
非
ず
。
而
る
に
之
れ
を
用
う
る
こ
と
節
あ
ら
ざ
れ
ば
、
天
　
物
を
暴
　
珍

な

ぴ

き

し

た

が

う

　

　

　

ど

う

る

い

　

　

　

た

れ

し
て
顧
み
惜
し
む
所
無
く
、
上
率
い
下
承
け
、
靡
　
然
と
し
て
一
軌
な
れ
ば
、
執

や

ぷ

れ

　

た

か
其
の
敵
に
勝
え
ん
や
。
　
夫
れ
錦
繍
の
華
麗
も
、
布
畠
の
温
か
な
る
に
如

げ
ん
ま
い
き
ぴ
　
は
ら
い
っ
ば
い

か
ざ
る
な
り
。
奇
羞
の
美
味
も
、
糎
　
桑
の
　
飽
　
な
る
に
若
か
ざ
る
な
り
。

や

ぷ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

ら

且
つ
五
色
は
目
を
壊
り
、
五
味
は
智
を
昏
ま
す
。
飲
む
こ
と
清
く
茄
う
こ
と
淡

は
ら

け
れ
ば
、
疾
を
社
い
齢
を
延
ぶ
。
得
失
・
損
益
は
、
判
然
と
し
て
懸
絶
せ
り
。

く

ず

ぬ

の

　

　

い

と

古
の
賢
妃
・
哲
后
、
深
く
此
こ
に
戒
む
。
故
に
締
裕
す
ら
敬
う
無
き
こ
と
、
美

あ
ら
き
ぬ

を
周
詩
に
見
わ
し
、
大
練
の
盛
疏
な
る
は
、
光
を
漠
史
に
垂
る
。
廉
俊
の
風
を

敦
く
し
、
移
麗
の
費
を
絶
て
ば
、
天
下
、
化
に
従
う
。
是
こ
を
以
て
海
内
股
富

た
み
の
せ
い
か
つ

に
し
て
、
開
　
聞
足
り
給
れ
り
。

蓋
し
上
似
て
下
を
導
き
、
内
以
て
外
に
表
す
。
故
に
后
必
ず
節
倹
を
敷
く
し

て
、
以
て
六
宮
を
率
い
る
な
れ
ば
、
諸
侯
の
夫
人
よ
り
、
以
て
士
庶
人
の
妻
に

至
る
ま
で
、
皆
、
節
倹
を
敦
く
し
て
、
以
て
其
の
家
を
率
い
る
な
ら
ん
。
然
る

う
え
こ
ご
え

後
に
民
に
凍
餃
無
く
、
稽
義
興
る
可
く
、
風
化
紀
す
可
し
。

或
る
ひ
と
問
う
者
有
り
。
日
わ
く
、
節
倹
に
稽
有
る
か
と
。
日
わ
く
、
種
は
、

つ

づ

ま

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

つ

其
の
妻
ら
ん
よ
り
は
寧
ろ
倹
に
せ
よ
。
然
れ
ど
も
約
か
に
す
可
き
者
有
り
、
勝

ぅ
す
可
き
者
有
り
。
是
の
故
に
己
を
虞
す
る
に
は
倹
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
親

に
事
う
る
に
は
豊
か
な
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
節
倹
を
、
己
の
著
修
を
抑
制
す
る
人
格
形
成
の
手
段
と
し

て
説
き
、
こ
れ
を
、
国
家
の
経
営
の
観
点
か
ら
、
人
民
の
生
活
経
営
を
安
定
さ

せ
る
方
向
で
の
、
后
妃
の
自
覚
を
説
諭
す
る
。
直
接
に
は
、
民
一
般
の
女
性
へ

の
節
倹
を
説
得
す
る
語
り
方
と
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
い
か
な
る
著
移
を
も

許
さ
れ
る
位
置
に
あ
る
后
妃
が
、
天
下
の
民
の
風
紀
に
も
配
慮
し
っ
つ
、
導
く

立
場
に
あ
か
己
が
節
倹
の
精
神
の
確
立
に
心
掛
け
る
姿
勢
を
明
確
に
し
つ
つ
、

一
般
の
節
倹
に
間
接
的
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
教
訓
の
発
言

は
、
自
分
自
身
が
富
貴
の
頂
点
に
在
る
皇
后
と
い
う
自
覚
と
立
場
か
ら
な
さ
れ

て
い
る
。

『
女
撃
』
で
は
、
や
や
説
き
方
を
異
に
す
る
。
人
一
生
の
福
沢
に
は
天
限
が

q
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有
る
と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
、
常
に
余
り
有
っ
て
尽
く
さ
ぬ
状
況
を
尊
ぶ
と
い

う
独
自
の
視
点
を
拠
点
に
し
て
説
く
。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
観
点
か
ら
、
人
一

般
に
お
け
る
恭
倹
の
徳
に
つ
い
て
ま
と
め
、
こ
れ
を
、
富
貴
の
頂
点
に
あ
る
女

性
の
恭
倹
の
実
際
を
手
本
と
し
て
紹
介
す
る
形
式
に
す
る
。
説
諭
の
本
質
が
分

か
り
易
く
、
説
得
の
迫
力
が
よ
り
明
瞭
で
あ
る
。

【
第
五
十
四
章
】

［
原
文
］
漢
明
帝
皇
后
、
伏
波
将
軍
馬
援
女
也
、
慈
仁
倹
素
、
敬
身
率
下
、
常

衣
大
練
、
拇
不
加
縁
、
朔
望
諸
姫
主
朝
請
、
望
見
后
袖
衣
疏
粗
、
反
以
鳥
綺
穀
、

就
視
乃
笑
、
后
辞
日
、
此
紺
特
宜
染
色
、
故
用
之
耳
、
六
宮
莫
不
嘆
息
、
［
節
、

衣
大
練
之
衣
去
響
、
縁
去
聾
、
朝
音
潮
、
］

章
帝
欲
封
諸
舅
、
馬
太
后
不
聴
、
合
大
早
、
有
司
以
鳥
言
、
太
后
日
、
昔
王

氏
五
侯
、
同
日
倶
封
、
黄
霧
四
塞
、
不
問
樹
雨
之
應
、
夫
外
戚
貴
盛
、
鮮
不
傾

覆
、
故
先
帝
慣
防
舅
氏
、
不
令
在
枢
機
之
位
、
吾
篤
天
下
母
、
而
身
衣
大
練
、

食
不
求
甘
、
左
右
但
着
由
布
、
無
薫
香
之
飾
、
欲
身
率
下
也
、
前
過
濯
龍
門
上
、

見
外
家
問
起
居
者
、
車
如
流
水
、
馬
如
源
龍
、
倉
頭
衣
緑
構
、
領
袖
正
白
、
．
顧

視
御
者
、
不
及
遠
臭
、
故
不
加
諸
怒
、
但
絶
歳
用
、
菓
以
黙
悦
其
心
、
猶
慨
怠

無
憂
圃
忘
家
之
慮
、
知
臣
莫
若
君
、
況
親
展
乎
、
［
節
、
樹
商
遇
切
、
衣
倶
去
聾
、

構
音
鈎
、
］

章
帝
復
固
請
之
、
太
后
日
、
高
祖
約
非
軍
功
不
侯
、
今
馬
氏
無
功
千
国
、
豊

得
輿
陰
郭
中
興
之
后
等
耶
、
嘗
観
富
貴
之
家
、
緑
位
重
畳
、
猶
再
寛
之
木
、
其

根
必
傷
、
吾
計
之
熟
兵
、
勿
有
疑
也
、
夫
至
孝
之
行
、
安
親
鳥
上
、
今
数
遭
欒

異
、
穀
慣
数
倍
、
憂
憧
書
夜
不
安
坐
臥
、
而
欲
先
螢
外
家
之
封
、
違
慈
母
之
倦

倦
乎
、
若
陰
陽
調
和
、
遽
境
清
静
、
然
後
行
子
之
志
、
吾
但
嘗
含
飴
弄
孫
、
不

能
復
開
政
夫
、
帝
乃
止
、
［
復
扶
又
切
、
重
平
啓
、
夫
音
挟
、
行
字
上
去
啓
下
如
字
、
］

右
五
十
四
章
、

漠
の
明
帝
皇
后
は
、
伏
波
牌
軍
馬
援
の
女
な
り
。
慈
仁
・
倹
素
に
し
て
、
身

あ

つ

ぎ

ぬ

こ

ろ

も

　

　

　

　

も

す

そ

　

か

ざ

り

を
敬
し
て
下
を
率
う
。
常
に
大
　
練
を
表
し
、
袴
に
縁
を
加
え
ず
。
朔
望

し

っ

そ

に
、
諸
の
姫
主
、
朝
請
す
る
に
、
后
の
袖
衣
の
疏
粗
な
る
を
望
見
し
て
、
反
り

あ
や
ぎ
ぬ
こ
め
お
る

て
以
て
締
　
　
穀
と
鳥
し
て
、
就
き
て
視
て
乃
ち
笑
う
。
后
、
辞
し
て
日
わ
く
、

き

ぬ

　

　

　

　

　

　

　

よ

ろ

此
の
紛
、
特
に
染
色
に
宜
し
。
故
に
之
れ
を
用
う
る
の
み
と
。
六
宮
、
嘆
息
せ

ざ
る
は
莫
し
　
（
1
）
。
［
節
な
り
。
衣
大
練
の
衣
は
、
去
撃
。
縁
は
、
去
響
。
朝
は
、

音
潮
。
］章

帝
、
諸
舅
を
封
ぜ
ん
と
欲
す
。
馬
太
后
、
聴
か
ず
。
大
い
に
早
す
る
に
合

う
。
有
司
、
以
て
言
を
属
す
。
太
后
日
わ
く
、
昔
、
王
氏
の
五
侯
、
同
日
に
倶

め
ぐ
み
の
あ
め

に
封
ぜ
ら
る
る
に
、
黄
霧
、
四
塞
し
て
、
樹
　
雨
の
鷹
あ
る
を
聞
か
ず
。
夫
れ

す
く

外
戚
の
貴
盛
な
る
は
、
傾
覆
せ
ざ
る
こ
と
鮮
な
し
。
故
に
先
帝
、
舅
氏
を
慣
し

み
防
ぎ
て
、
枢
機
の
位
に
在
ら
令
し
め
ざ
り
き
。
吾
、
天
下
の
母
と
慮
り
て
、

而
し
て
身
に
大
練
を
表
し
、
食
、
廿
を
求
め
ず
。
左
右
、
但
だ
白
布
を
着
て
、

薫
香
の
飾
無
き
も
の
は
、
身
づ
か
ら
下
を
率
い
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
前
に

た
く
り
ゆ
う

濯
龍
門
上
を
過
り
て
、
外
家
の
起
居
を
問
う
者
を
見
る
に
、
車
、
流
水
の
如

げ

ぽ

く

　

　

う

で

ぬ

き

く
、
馬
、
源
龍
の
如
し
。
倉
頭
、
緑
横
を
表
し
、
領
袖
、
正
白
な
り
。
御
者

こ
と
さ
ら

を
顧
視
す
る
に
、
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
き
な
り
。
故
に
謹
怒
を
加
え
ず
、
但
だ

こ
い
ね
が

歳
用
を
絶
つ
の
み
。
以
て
黙
し
て
其
の
心
に
悦
じ
ん
こ
と
を
貴
い
L
に
、
猶

お
解
怠
し
て
、
園
を
憂
え
て
家
を
忘
る
る
の
慮
は
無
し
。
臣
を
知
る
は
君
に
若

く
は
美
し
。
況
ん
や
親
展
お
や
　
（
2
）
。
［
節
。
潜
は
、
商
適
切
。
衣
は
、
倶
に
去

啓
。
補
は
、
音
鈎
。
］

章
帝
、
復
た
固
く
之
れ
を
請
う
。
太
后
日
わ
く
、
高
祖
、
軍
功
あ
る
に
非
ず

い

ん

　

か

く

ん
ば
侯
と
せ
ず
と
約
す
。
今
、
馬
氏
、
園
に
功
無
し
。
豊
に
陰
・
郭
中
興
の
后
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と
等
し
き
を
得
ん
や
。
嘗
て
富
貴
の
家
を
観
る
に
、
緑
位
重
畳
す
る
こ
と
、
猶

お
再
賓
の
木
の
ご
と
し
。
其
の
根
、
必
ず
傷
ま
ん
。
吾
、
之
れ
を
計
る
こ
と
熟

せ
り
。
疑
う
こ
と
有
る
勿
か
れ
。
夫
れ
至
孝
の
行
は
、
親
を
安
ん
ず
る
を
上
と

属
す
。
今
、
致
し
ば
攣
異
に
遭
い
て
、
穀
の
債
、
数
倍
す
。
憂
憧
し
て
、
書
夜
、

ま
ご
こ
ろ
つ
く
す

坐
臥
に
安
ん
ぜ
ざ
る
に
、
而
る
に
先
ず
外
家
の
封
を
螢
み
て
、
慈
母
の
倦
　
健

に
違
わ
ん
と
欲
す
る
や
。
若
し
陰
陽
調
和
し
、
連
境
清
静
な
れ
ば
、
然
る
後
に

子
の
志
を
行
う
べ
し
。
吾
、
但
だ
昔
に
飴
を
含
み
て
孫
を
弄
す
べ
き
の
み
。
復

あ
ず

た
政
に
関
か
る
こ
と
能
わ
ず
と
。
帝
、
乃
ち
止
む
　
（
3
）
。
［
復
は
、
扶
又
の
切
。

重
は
、
平
聾
。
夫
は
、
音
挟
。
行
の
字
、
上
は
、
去
聾
、
下
は
、
字
の
如
し
。
］

右
、
五
十
四
章
。

○
資
料
研
究

（
l
）
　
「
明
徳
馬
皇
后
」
　
に
つ
い
て
は
、
「
去
柘
の
徳
」
　
に
関
連
し
て
、
す
で

に
　
「
第
四
十
五
章
」
　
に
紹
介
さ
れ
、
ま
た
、
「
婦
容
」
篇
に
、
「
起
居
の
容
」

に
関
連
し
て
、
そ
の
　
「
第
二
十
七
章
」
　
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
明
徳
馬
皇
后

の
伝
記
は
、
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
上
、
蓑
宏
『
後
漠
紀
』
巻
九
孝
明
皇
帝

紀
や
巻
十
一
孝
章
皇
帝
紀
、
ま
た
、
『
績
列
女
侍
』
に
も
見
え
る
。

『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
上
に
は
、
「
常
に
大
練
を
表
し
、
裾
に
縁
を
加
え

ず
。
朔
望
に
、
諸
の
姫
主
、
朝
請
す
る
に
、
后
の
袖
衣
の
疏
盛
な
る
を
望
見
し

て
、
反
り
て
以
て
綺
穀
と
虜
し
て
、
就
き
て
視
て
乃
ち
笑
う
。
后
、
辞
し
て
日

わ
く
、
此
の
給
、
特
に
染
色
に
宜
し
。
故
に
之
れ
を
用
う
る
の
み
と
。
六
宮
、

嘆
息
せ
ざ
る
は
美
し
。
」
と
あ
り
、
『
績
列
女
博
』
に
は
、
「
身
に
大
練
を
表
し
、

お

お

む

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

な

御
者
、
禿
袴
に
し
て
縁
せ
ず
。
率
ね
　
兼
・
胡
・
倭
・
越
に
皆
じ
く
す
。
未

だ
嘗
て
善
人
の
偉
使
を
請
わ
ず
。
諸
王
の
親
家
、
朝
請
す
る
に
、
后
の
袖
の
極

め
て
産
疏
な
る
を
望
見
し
て
、
反
り
て
以
て
給
と
慮
し
て
、
就
き
て
視
て
乃
ち

笑
う
。
后
、
日
わ
く
、
此
の
紺
、
染
色
に
好
し
。
故
に
之
れ
を
用
う
る
の
み
と
。

老
人
の
知
る
者
、
嘆
息
せ
ざ
る
は
美
し
。
」
　
と
ま
と
め
る
。
同
内
容
と
云
え
る

が
、
『
後
漢
書
』
と
は
、
用
語
の
異
な
る
個
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
『
女
撃
』

は
、
『
後
漢
書
』
に
依
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
太
平
御
覧
』
巻
八
一

六
『
東
観
漠
記
』
に
は
、
「
馬
后
、
砲
、
極
め
て
慮
疏
な
り
。
諸
主
、
朝
に
望

見
し
て
、
反
り
て
以
て
蹄
と
鳥
す
。
后
日
わ
く
、
此
の
紺
、
染
色
に
好
し
。
故

に
直
に
之
れ
を
用
う
る
の
み
と
。
」
　
と
あ
る
。

明
徳
馬
皇
后
が
、
遊
観
な
ど
に
慎
重
で
、
あ
ま
り
喜
ば
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
『
後
漢
書
』
で
は
、
前
文
に
続
い
て
、
「
帝
、
嘗
て
苑
園
の
離
宮
に

こ
こ
ろ
こ
ま
や
か

幸
す
。
后
、
軌
ち
風
邪
・
露
霧
を
以
て
戒
め
と
鳥
す
。
辞
意
、
款
　
備
に
し

て
、
多
く
詳
持
せ
ら
る
。
帝
、
濯
龍
中
に
幸
す
る
に
、
並
び
に
諸
才
人
を
召
す
。

下
都
王
巳
下
、
皆
な
、
側
に
在
り
て
、
皇
后
を
呼
ば
ん
こ
と
を
請
う
。
帝
、
笑

い
て
日
わ
く
、
是
の
家
、
志
、
欒
を
好
ま
ず
、
爽
た
る
と
錐
も
歓
す
る
こ
と
無

か
ら
ん
と
。
是
を
以
て
遊
娯
の
事
、
嘗
て
従
う
こ
と
希
な
り
。
」
　
と
あ
る
。
『
績

列
女
侍
』
に
は
、
「
性
、
出
入
・
遊
観
を
喜
ば
ず
。
未
だ
嘗
て
御
薗
を
臨
ま
ず
。

又
た
音
楽
を
好
ま
ず
。
上
、
時
に
苑
園
の
離
宮
に
幸
す
る
に
、
故
を
以
て
従
う

こ
と
希
な
り
。
軌
ち
戒
言
し
て
宜
し
く
展
起
の
禽
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
と
す
。
因

り
て
風
邪
・
霧
露
の
戒
を
陳
べ
て
、
辞
意
甚
だ
備
わ
れ
り
。
上
、
鳶
を
納
る
。
」

と
あ
る
。
蓑
宏
『
後
漢
紀
』
巻
九
孝
明
皇
帝
紀
、
永
平
二
年
に
、
馬
皇
后
に
つ

い
て
記
載
し
、
「
性
、
出
入
・
遊
観
を
喜
ば
ず
。
上
、
時
に
苑
園
の
離
宮
に
幸

す
る
に
、
軌
ち
諌
辞
す
。
辞
意
甚
だ
美
な
り
。
上
、
焉
れ
を
納
る
。
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『
東
観
漠
紀
』
に
は
、
「
出
入
・
遊
観
を
喜
ば
ず
。
嘗
て
御
薗
に
臨
み

て
望
す
る
こ
と
希
な
り
。
」
　
と
あ
り
、
『
太
平
御
覧
』
巻
百
八
十
八
『
東
観
漢

紀
』
に
は
、
「
明
徳
馬
后
、
出
入
・
遊
観
を
喜
ば
ず
。
嘗
て
御
牌
の
腺
に
臨
む

こ
と
希
な
り
。
」
　
と
い
う
。
『
重
文
類
衆
』
巻
十
五
な
ど
に
引
く
『
績
漢
書
』

01
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に
、
「
明
徳
皇
后
馬
氏
、
…
…
身
に
大
畠
を
表
し
云
々
…
…
性
、
出
入
・
遊
観

を
喜
ば
ず
。
又
た
音
欒
を
好
ま
ず
。
上
、
時
に
苑
園
の
離
宮
に
幸
す
る
に
、
故

を
以
て
従
う
こ
と
希
な
り
。
」
　
と
あ
る
。

身
な
り
が
質
素
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
後
漢
書
』
　
の
李
賢
注
の
　
『
東
観

漠
紀
』
に
、
「
眉
に
黛
を
施
さ
ず
、
装
に
飾
を
求
め
ず
。
濁
り
左
眉
に
角
小
の

映
あ
り
て
、
之
れ
を
補
う
こ
と
粟
の
如
し
。
常
に
疾
と
科
し
て
而
し
て
終
身
意

を
得
た
り
。
」
　
と
い
う
。

司
馬
光
『
家
範
』
巻
九
に
こ
の
部
分
を
載
せ
、
続
い
て
　
「
性
、
出
入
・
遊
観

を
喜
ば
ず
。
未
だ
嘗
て
御
臆
の
腺
に
臨
ま
ず
。
又
た
音
楽
を
好
ま
ず
。
上
、
時

に
苑
園
の
離
宮
に
幸
す
る
に
、
嘗
て
従
い
行
く
こ
と
希
な
り
。
彼
、
天
子
の
后

な
る
も
猶
お
是
く
の
如
し
。
況
や
臣
民
の
妻
な
る
お
や
。
」
　
と
い
う
。
身
分
の

上
下
を
問
わ
ず
、
妻
た
る
も
の
、
慎
み
と
倹
約
を
心
掛
け
る
べ
き
だ
と
説
く
。

『
女
撃
』
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
大

株
」
に
関
す
る
記
述
で
、
掛
徳
馬
后
の
、
派
手
を
廃
し
質
素
を
旨
と
す
る
美
徳

の
紹
介
は
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
繚
列
女
侍
』
は
、

そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
部
分
も
存
す
る
資
料
で
あ

る
が
、
各
伝
記
資
料
の
ま
と
め
方
は
独
特
で
あ
る
。
「
明
徳
馬
后
」
　
の
場
合
で

も
、
ま
と
め
方
は
独
自
と
思
え
る
部
分
が
多
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
成
立
が
確
か

な
背
景
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

呂
坤
『
閏
範
』
巻
三
　
「
婦
人
之
道
」
　
の
初
め
に
　
「
明
徳
馬
后
」
　
を
載
せ
る
。

内
容
は
、
主
と
し
て
、
親
族
を
朝
廷
権
力
に
重
用
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
っ
た

点
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
解
緒
等
撰
『
古
今
列
女
博
』
巻
一
や
仇
英
給
囲
『
給

園
列
女
侍
』
巻
四
や
呂
坤
『
閏
範
』
巻
三
、
ま
た
、
茅
坤
『
評
林
古
今
列
女
侍
』

巻
五
・
黄
尚
文
『
女
範
編
』
　
（
『
古
今
女
範
』
と
も
）
　
な
ど
に
も
、
「
明
徳
馬
后
」

を
載
せ
る
。

（
2
）
　
こ
の
部
分
に
対
応
す
る
『
後
漢
書
』
　
の
記
載
で
は
、
「
建
初
元
年
、
諸

舅
を
封
爵
せ
ん
と
欲
す
。
太
后
、
聴
か
ず
。
明
年
夏
、
大
い
に
早
す
。
判
型
副

う
者
、
以
て
外
戚
を
封
ぜ
ざ
る
の
故
と
鳥
す
。
有
司
、
此
れ
に
因
り
て
上
奏
し

て
、
宜
し
く
香
典
に
依
る
べ
L
と
す
。
太
后
、
詔
し
て
日
わ
く
、
凡
そ
事
を
言

引
郵
唱
－
由
「
朕
l
咄
姻
び
可
別
当
珂
到
刻
刻
の
田
創
刊
刻
み
血
刀
昔
、
王
氏
の

五
侯
、
同
日
に
倶
に
封
ぜ
ら
る
る
に
、
司
叫
嘲
、
黄
霧
、
四
塞
し
て
、
樹
雨
の

應
あ
る
を
聞
か
ず
。
功
ね
1
田
l
粉
l
つ
蘭
功
、
1
－
－
錮
割
引
可
痢
刻
笥
1
－
－
傾
顔
の

禍
あ
り
て
、
世
に
博
う
る
所
と
慮
る
。
故
に
先
帝
、
舅
氏
を
防
ぎ
憬
し
み
て
、

枢
機
の
位
に
在
ら
令
し
め
ざ
り
き
。
諸
子
の
封
、
裁
か
に
楚
・
准
陽
諸
国
の
半

ば
な
ら
令
め
、
常
て
謂
う
、
我
が
子
、
昔
に
先
帝
の
子
等
と
等
し
か
る
べ
か
ら

ず
と
。
今
、
有
司
、
奈
何
な
れ
ば
馬
氏
を
以
て
陰
氏
に
比
せ
ん
と
欲
す
る
や
。

吾
、
天
下
の
母
と
慮
り
て
、
而
し
て
身
に
大
練
を
服
し
て
、
食
、
廿
を
求
め
ず
。

左
右
に
、
但
だ
由
布
の
み
を
著
し
て
、
薫
香
の
飾
無
き
も
の
は
、
身
ず
か
ら
下

201

を
率
い
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
以
烏
え
ら
く
、
外
親
之
れ
を
見
て
昔
に
傷
心
し

こ
．
こ

て
自
ら
勅
す
べ
き
に
、
但
だ
笑
い
て
言
わ
ん
の
み
、
太
后
、
素
よ
り
俊
を
好
め

両
召
q
。
l
J
別
に
濯
龍
門
上
に
過
り
て
、
外
家
を
見
、
起
居
す
る
者
を
問
う
に
、
車
、

流
水
の
如
く
、
馬
、
沸
龍
の
如
し
。
倉
頭
、
緑
構
を
表
し
、
領
袖
、
正
白
な
り
。

御
者
を
顧
視
す
る
に
、
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
き
な
り
。
故
に
諸
怒
を
加
え
ず
、
但

だ
歳
用
を
絶
つ
の
み
。
以
て
黙
し
て
其
の
心
に
悦
じ
ん
こ
と
を
巽
い
L
に
、
而

る
に
猶
お
僻
怠
し
て
、
園
を
憂
え
て
家
を
忘
る
る
の
慮
は
無
し
。
臣
を
知
る
は

君
に
若
く
は
美
し
。
況
ん
や
親
展
お
や
。
吾
、
豊
に
上
は
先
帝
の
旨
に
負
い
、

下
は
先
人
の
徳
を
戯
き
、
重
ね
て
西
京
敗
亡
の
禍
を
襲
う
可
け
ん
や
と
。
固
く

し
て
許
さ
ず
。
」
　
と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
部
分
を
、
『
女
畢
』
　
で
は
省
略
し
て

ま
と
め
て
い
る
。

蓑
宏
『
後
漠
紀
』
巻
九
孝
章
皇
帝
紀
の
建
初
二
年
に
、
「
夏
四
月
、
…
・
…
：
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戊
子
、
有
司
、
曹
典
に
依
り
て
、
諸
舅
を
封
ぜ
ん
こ
と
を
奏
す
。
太
后
、
詔
し

て
日
わ
く
、
菖
典
に
有
り
、
舅
氏
一
人
封
ず
る
な
り
と
。
吾
、
謙
し
て
鳥
さ
ざ

る
に
非
ず
。
誠
に
可
と
す
る
所
に
昧
凍
る
の
み
。
今
、
水
早
、
連
年
に
し
て
、

う

え

る

民
、
流
し
て
道
に
満
ち
て
、
餓
餃
す
る
者
有
る
に
至
る
。
而
る
に
封
爵
を
施
さ

ん
と
欲
す
る
は
、
餓
え
、
之
れ
を
行
え
ば
失
政
と
焦
し
、
臣
、
之
れ
を
受
く
れわ

ず

ば
喪
躯
と
鳥
す
。
明
な
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
先
帝
、
嘗
て
言
う
、
諸
子
、
財

か
に
楚
・
准
陽
諸
園
の
半
ば
な
ら
令
め
、
我
が
子
、
常
に
先
帝
の
子
と
等
し
か

る
べ
か
ら
ず
と
。
今
、
何
ぞ
馬
氏
を
以
て
陰
氏
に
比
せ
ん
と
す
る
や
。
…
…
…

た
め
い
き

吾
、
不
才
に
し
て
、
夙
夜
に
累
息
し
て
、
常
に
先
后
の
法
を
巌
か
ん
こ
と
を
恐

れ
、
毛
髪
の
罪
有
る
も
、
吾
、
繹
さ
ざ
る
な
り
。
之
れ
を
言
い
て
書
夜
を
合
か

ざ
る
に
、
而
る
に
親
展
之
れ
を
犯
し
て
止
め
ず
。
喪
を
治
め
境
を
起
こ
す
に
、

又
た
時
と
し
て
覚
ら
ず
。
走
れ
吾
が
言
の
立
た
ず
、
耳
目
の
塞
が
る
な
り
。
吾
、

萬
乗
の
主
に
し
て
、
身
は
大
練
を
服
し
て
、
食
、
廿
を
求
め
ず
。
左
右
・
勇
人

に
、
薫
香
の
飾
無
く
し
て
、
衣
は
但
だ
島
布
の
み
。
以
盛
え
ら
く
、
外
親
之
れ

を
見
て
、
常
に
傷
心
し
て
自
ら
刻
む
べ
き
に
、
但
だ
笑
い
を
賛
し
て
言
わ
ん
、

太
后
、
素
よ
り
像
を
好
め
り
と
。
前
に
濯
龍
門
上
に
過
り
て
、
外
家
の
車
、
流

水
の
如
く
、
馬
、
源
龍
の
如
き
を
見
る
。
吾
も
亦
た
之
れ
を
謹
怒
せ
ず
。
但
だ

歳
用
を
絶
つ
の
み
。
以
て
黙
し
て
其
の
心
に
娩
じ
ん
こ
と
を
襲
い
L
に
、
而
る

に
猶
お
驚
怠
し
て
、
園
を
憂
え
て
家
を
忘
る
る
者
の
慮
無
し
。
臣
を
知
る
は
君

に
若
く
は
美
し
。
況
ん
や
親
展
お
や
。
」
　
と
あ
る
。
拍
嘩
『
後
漢
書
』
に
比
べ

る
と
表
現
や
ま
と
め
方
の
異
な
る
点
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
『
女
撃
』
は
、

把
嘩
『
後
漢
書
』
　
の
記
載
に
近
い
部
分
を
多
く
持
つ
よ
う
で
あ
る
。

『
東
観
漠
記
』
に
は
、
「
時
に
上
、
諸
舅
を
封
ぜ
ん
と
欲
し
て
、
外
聞
も
て

太
后
に
白
す
。
太
后
日
わ
く
、
吾
、
自
ら
念
ず
る
に
、
親
展
、
皆
な
柱
石
の
功

あ

か

つ

ち

い

ろ

　

　

　

　

そ

そ

ぐ

無
し
。
俗
語
に
日
わ
く
、
時
に
、
　
賭
、
黄
土
に
碗
ぐ
こ
と
無
し
と
。
因

り
て
詔
し
て
日
わ
く
、
吾
、
萬
乗
の
主
に
し
て
、
身
に
大
練
・
練
緒
を
表
し
て
、

食
、
甘
き
所
を
求
め
ず
。
左
右
・
勇
人
に
、
皆
な
薫
香
の
飾
無
し
。
前
に
濯
龍

門
に
過
り
て
、
外
家
を
見
、
起
居
を
間
う
に
、
車
、
流
水
の
如
く
、
馬
、
源
龍

の
如
し
。
亦
た
諸
怒
を
加
え
ず
、
但
だ
歳
用
を
絶
つ
の
み
。
以
て
黙
し
て
譜
を

止
め
ん
こ
と
を
襲
い
し
の
み
。
」
　
と
あ
る
。

『
績
列
女
侍
』
で
は
、
こ
の
部
分
の
ま
と
め
は
独
特
で
、
氾
嘩
『
後
漢
書
』

や
他
の
関
連
資
料
と
も
や
や
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
公
卿
・
諸
侯
、
上
書
し

て
宜
し
く
膏
典
に
遵
い
て
諸
舅
を
封
ず
べ
L
と
。
太
盾
「
　
詔
し
て
日
わ
く
、
外

戚
の
横
窓
す
る
は
、
世
の
侍
う
る
所
と
鳥
る
。
永
平
中
、
常
に
自
ら
練
を
簡
び

て
、
舅
氏
の
窓
に
す
可
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
、
枢
機
の
位
に
在
ら
令
め
ず
。
今
、

水
草
、
連
年
に
し
て
、
民
、
流
し
て
道
に
満
ち
て
、
餓
鮨
す
る
も
の
有
る
に
至

る
。
而
る
に
封
拝
を
施
す
は
、
宜
を
失
す
。
不
可
な
り
。
且
つ
先
帝
言
う
、
諸

わ
ず

子
、
財
か
に
楚
・
准
陽
王
の
半
ば
な
ら
令
め
、
我
が
子
、
富
に
光
武
帝
の
子
と

等
し
か
る
べ
か
ら
ず
と
。
今
、
奈
何
ぞ
馬
氏
を
以
て
陰
氏
に
比
せ
ん
と
す
る
や
。

吾
、
自
ら
束
修
し
て
、
巽
わ
く
は
、
上
は
先
帝
に
負
わ
ず
、
下
は
、
先
人
の
徳

を
鹿
か
ざ
ら
ん
と
欲
す
。
身
に
大
練
・
嫌
裾
を
服
し
て
、
食
、
甘
き
所
を
求
め

ず
。
左
右
・
勇
人
に
、
皆
な
薫
香
の
飾
無
く
、
但
に
布
畠
の
み
な
る
も
の
は
、

身
ず
か
ら
衆
を
率
い
ん
、
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
以
窺
え
ら
く
、
外
親
こ
れ
を
見
て

昔
に
傷
心
し
て
自
ら
克
す
べ
き
に
、
但
だ
反
り
て
共
に
言
わ
ん
、
太
后
、
素
よ

り
俊
を
喜
べ
り
と
。
前
に
濯
龍
門
上
に
過
り
て
、
外
家
を
見
、
起
居
す
る
者
を

間
う
に
、
車
、
流
水
の
如
く
、
馬
、
龍
の
如
し
。
蒼
頭
、
緑
の
直
領
を
表
し
、

領
袖
、
正
白
な
り
。
勇
の
御
者
を
顧
視
す
る
に
、
遠
く
及
ば
ざ
る
な
り
。
亦
た

諮
怒
を
加
え
ず
、
但
だ
歳
用
を
絶
つ
の
み
。
以
て
黙
し
て
諸
を
止
め
ん
こ
と
を

襲
い
し
の
み
。
臣
を
知
る
は
君
に
若
く
は
美
し
。
況
ん
や
親
展
お
や
。
刃
の
．
瑚

30

侯
を
欲
す
る
所
以
の
者
は
、

禄
を
以
て
親
を
食
養
し
、
祭
祀
を
奉
修
し
、
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中
臣
け
∵
㌧
㍊
l
l
l
l
l
つ
つ
∵
半
十
月
当
㍉
吉
∴
H
、
．
㌦
鱒
l
吋
月
．
．
．
可
葉
月
当

笥
司
l
l
l
刻
吋
嘲
1
別
項
御
嘲
内
観
細
封
魂
刊
引
出
1
副
刻
、
1
粛
啓
剋
引
劃

る
や
。
必
ず
、
常
に
一
癖
を
得
て
は
、

上
は
、
長
欒
宮
を
し
て
負
言
の
責
有
ら

制
む
l
ベ
l
u
。
－
剖
司
l
l
朝
m
「
嘲
倒
叫
咽
恩
引
珂
句
や
l
q
J
と
あ
る
。
な
お
、

傍
線
に
相
当
す
る
部
分
は
、
『
後
漢
書
』
で
は
、
次
の
注
　
（
3
）
　
で
取
り
上
げ

る
章
帝
の
重
請
へ
の
　
「
報
じ
て
日
わ
く
」
　
に
お
け
る
こ
と
ば
と
し
て
、
別
に
ま

と
め
入
れ
て
い
る
。

な
お
、
『
檜
囲
列
女
侍
』
巻
四
や
・
解
緒
等
撰
『
古
今
列
女
侍
』
巻
一
に
載

せ
る
こ
の
部
分
は
、
氾
嘩
『
後
漢
書
』
の
資
料
に
同
じ
で
あ
る
。
『
閏
範
』
に

見
え
る
こ
の
部
分
も
、
．
ほ
と
ん
ど
こ
れ
ら
を
踏
襲
す
る
。
ま
た
、
『
評
林
古
今

列
女
倖
』
・
『
女
範
編
』
に
紹
介
す
る
　
「
明
徳
馬
后
」
　
は
、
き
わ
め
て
簡
略
に

ま
と
め
る
、
す
な
わ
ち
、
「
公
卿
諸
侯
、
上
書
し
て
言
う
、
宜
し
く
香
典
に
遵

い
て
舅
氏
を
封
ず
べ
L
と
。
太
后
、
詔
し
て
之
れ
を
止
め
、
諭
す
に
外
戚
の
横

窓
の
故
を
以
て
す
。
」
　
と
あ
る
。

（
3
）
　
こ
の
部
分
に
対
応
す
る
箔
嘩
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
上
に
は
次
の
よ

う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
章
帝
、
詔
を
省
て
悲
歎
し
、
復
た
重
ね
て
請
い

て
日
わ
く
、
…
…
…
奈
何
な
れ
ば
臣
を
し
て
濁
り
恩
を
三
舅
に
加
え
ざ
ら
令
む

る
や
。
…
…
…
太
后
報
じ
て
日
わ
く
、
五
口
、
反
覆
し
て
之
れ
を
念
じ
て
、
雨
善

な
ら
令
め
ん
と
思
う
。
…
…
…
昔
、
寮
太
后
、
王
皇
后
の
兄
を
封
ぜ
ん
と
欲
す
。

可
。
1
1
－
必
雪
国
当
コ
瑚
到
矧
d
J
用
句
1
1
吾
、
之
れ
を
計
る
こ
と
熟
せ
り
。
疑

う
こ
と
有
る
勿
か
れ
。
夫
れ
至
孝
の
行
は
、
親
を
安
ん
ず
る
を
上
と
属
す
。
今
、

敷
し
ぼ
欒
異
に
遭
い
て
、
穀
の
償
、
数
倍
す
。
憂
憧
し
て
、
書
夜
、
坐
臥
に
安

ま
ご
こ
ろ
つ
く
す

ん
ぜ
ざ
る
に
、
而
る
に
外
封
を
営
む
を
先
に
せ
ん
と
欲
し
て
、
慈
母
の
倦
　
博

に
違
わ
ん
や
。
割
、
1
．
1
－
痢
封
外
剛
司
呵
q
¶
－
．
旬
刊
叫
到
珂
判
1
咽
珂
司
旦
l
刊
瑚

ら
ざ
る
な
り
。

若
し
陰
陽
調
和
し
、
連
境
清
辞
な
れ
ば
、
然
る
後
に
子
の
志
を

丞
相
條
侯
言
う
、
高
祖
の
約
を
受
け
、
軍
功
無
く
、
劉
氏
に
非
ず
ん
ば
、
侯
せ

ず
と
。
今
、
馬
氏
、
園
に
功
無
き
に
、
豊
に
陰
郭
中
興
の
后
と
等
し
き
を
得
ん

や
。
剰
吋
富
貴
の
家
、
練
位
重
畳
な
る
を
観
る
に
、
猶
お
再
資
の
木
、
其
の
根
、

必
ず
傷
ま
ん
が
ご
と
し
。
且
つ
人
の
封
侯
を
願
う
所
以
の
者
は
、
上
は
、
祭
祀

を
奉
し
、
下
は
、
温
飽
を
求
め
ん
の
み
。
今
、
祭
祀
に
は
、
則
ち
四
方
の
珍
を

受
l
叫
1
割
瑚
叫
つ
別
項
御
坤
の
っ
盟
到
萄
利
用
1
J
警
l
苗
己
対
当
劉
罰
封
こ
し
l

あ
す

行
う
べ
し
。
吾
、
但
だ
昔
に
飴
を
含
み
て
孫
を
弄
せ
ん
の
み
。
復
た
政
に
関
か

る
こ
と
能
わ
ず
と
。
」
　
と
あ
る
。
『
女
撃
』
は
こ
れ
を
基
本
資
料
と
し
た
で
あ

ろ
う
。
傍
線
部
分
を
、
省
略
あ
る
い
は
改
変
し
て
い
る
寸
フ
で
あ
る
。

『
東
観
漠
記
』
に
は
、
「
上
、
諸
舅
を
封
ぜ
ん
と
欲
す
る
に
及
び
、
太
后
、

帆
ち
断
絶
し
て
日
わ
く
、
吾
、
之
れ
を
計
る
こ
と
熟
せ
り
。
疑
う
こ
と
有
る
勿

か
れ
。
至
孝
の
行
は
、
親
を
安
ん
ず
る
を
上
と
岳
す
。
今
、
欒
異
に
遭
い
て
、

穀
の
債
、
数
倍
す
。
憂
憧
し
て
、
書
夜
、
坐
臥
に
安
ん
ぜ
ざ
る
に
、
而
る
に
封

爵
を
欲
す
る
は
、
慈
母
の
拳
拳
に
違
い
逆
う
な
り
。
吾
、
素
よ
り
剛
急
に
し
て
、

胸
中
の
気
有
り
。
慎
ま
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
穣
歳
の
後
に
、
惟
だ
子
の
志

の
ま
ま
に
せ
よ
。
吾
、
但
だ
に
昔
に
飴
を
含
み
て
孫
を
弄
せ
ん
の
み
。
復
た
政

事
を
知
る
こ
と
能
わ
ず
と
。
」
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
『
後

漠
紀
』
章
皇
帝
紀
上
巻
第
十
一
に
は
、
「
上
、
固
く
之
れ
を
封
ぜ
ん
こ
と
を
請

う
。
太
后
、
詔
し
て
日
わ
く
、
吾
、
反
覆
し
て
之
れ
を
念
じ
て
、
繭
善
な
ら
令

め
ん
と
思
う
。
…
…
…
宴
太
后
、
皇
父
を
封
ぜ
ん
と
欲
す
。
曲
周
侯
言
う
、
高

l
U
と

祖
、
要
む
、
軍
功
無
く
、
劉
田
河
痢
刊
っ
山
域
1
封
ぜ
ず
と
。
今
、
馬
氏
、
漠
に

功
無
き
に
、
陰
，
郭
中
興
の
后
と
等
し
き
を
得
ん
や
。
今
、
聾
下
、
民

の
食
、
造
ら
ず
。
歳
に
湯
火
の
憂
い
あ
る
な
り
。
奈
何
な
れ
ば
此
の
時
を
以
て

舅
を
封
爵
し
て
、
吾
を
し
て
園
陵
に
面
目
無
か
ら
令
め
、
帝
を
し
て
稼
穂
の
難

難
を
知
ら
ざ
ら
令
む
る
や
、
明
ら
か
に
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
吾
、
富
貴
、
重

40
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畳
に
し
て
、
再
寮
の
木
、
根
、
必
ず
傷
つ
く
が
若
き
を
健
る
る
な
り
。
且
つ
人

の
封
侯
を
欲
す
る
所
以
の
者
は
、
禄
を
以
て
親
を
養
い
、
祭
祀
を
奉
し
、
身
は
、

温
飽
を
欲
す
れ
ば
な
り
。
祭
祀
に
は
、
則
ち
大
官
の
賜
を
受
け
、
其
の
身
は
、

則
ち
御
府
の
徐
あ
る
に
、
尚
お
米
だ
足
ら
ざ
る
や
。
而
し
て
必
ず
、
富
に
一
醇

に
封
す
べ
け
ん
や
。
吾
、
之
れ
を
計
る
こ
と
熟
せ
り
。
疑
う
こ
と
有
る
勿
か
れ
。

至
孝
の
行
は
、
親
を
安
ん
ず
る
を
上
と
鳥
す
。
今
、
欒
異
に
遭
い
て
、
穀
の
債
、

数
倍
す
。
憂
憧
し
て
、
重
夜
、
坐
臥
に
安
ん
ぜ
′
ざ
る
に
、
而
る
に
慈
母
の
拳
拳

に
違
わ
ん
と
欲
す
る
や
。
吾
、
素
よ
り
剛
急
に
し
て
、
胸
中
の
気
有
り
。
懐
し

ま
ざ
る
可
か
ら
ず
。
子
の
未
だ
冠
せ
ざ
る
は
、
父
母
に
由
る
。
巳
に
冠
し
て
成

人
た
ら
ば
、
則
ち
子
の
志
の
ま
ま
に
す
。
帝
の
仁
君
た
る
を
念
ず
る
や
、
吾
、

未
だ
三
年
を
適
え
ざ
る
の
故
を
以
て
、
自
ず
か
ら
吾
、
家
族
な
る
が
故
に
、
之

れ
を
尊
に
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
穣
歳
の
後
に
、
子
の
志
を
行
え
。
吾
、
但
だ

に
常
に
飴
を
含
み
て
孫
を
弄
せ
ん
の
み
。
復
た
政
事
を
知
る
こ
と
能
わ
ず
と
。
」

と
あ
る
。
苑
嘩
『
後
漢
書
』
　
の
記
載
に
似
た
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
表
現
が
や
や

異
な
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
練
熟
素
紺
也
、

穀
青
谷
、
細
絹
也
、
紡
練
而
織
之
、
綺
穀
言
其
細
、

構
音
鈎
、
巾
帽
衣
次
於
朝
服
、

と
あ
る
。

O
　
「
練
熟
素
紆
也
、
」
　
の
部
分
に
つ
い
て
、

練
は
、
素
線
を
熟
す
る
な
り
。

こ
れ
は
、
本
文
　
「
大
練
」
　
へ
の
注
で
あ
ろ
う
。
各
本
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
便
熱
素
紺
也
、

③
　
練
熟
素
紺
也
、

④
　
な
し

⑤
　
倒
劉
素
紆
也
、

⑥
　
な
し

②
・
⑤
は
似
て
い
る
が
、
「
便
熱
」
　
は
、
意
味
を
な
さ
な
い
。
④
・
⑥
と
も

に
注
が
欠
落
し
て
い
る
。

O
「
穀
音
谷
、
細
絹
也
、
紡
締
而
織
之
、
綺
穀
言
其
細
、
」
　
の
部
分
に
つ
い
て
、

穀
は
、
音
谷
。
細
絹
な
り
。
練
を
紡
ぎ
て
而
し
て
之
れ
を
織
る
。
綺
穀
と
は
、

其
の
細
き
を
言
う
。

本
文
、
「
綺
穀
」
　
へ
の
注
で
あ
る
。
各
本
、

②
　
穀
音
谷
、
細
絹
也
、
紡
締
而
織
之
、

③
　
穀
音
谷
、
細
絹
也
、
紡
締
而
織
之
、

④

　

…

…

（

欠

落

）

…

…

…

…

…

…

之

、

⑤
　
穀
音
谷
、
細
絹
也
、
紡
赫
而
織
之
、

以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

締
穀
言
其
細
、

締
穀
言
其
細
、

締
穀
言
其
細
、

瑚
穀
言
其
－
、

⑥
　
穀
音
谷
、

④
・
⑤
・
⑥
で
は
、
傍
線
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
。
　
な
お
、
⑤
は
、
「
綺
」

を
、
「
シ
」
　
の
字
に
作
り
替
え
て
い
る
。

O
　
「
構
音
鈎
、
巾
幡
衣
次
於
朝
服
、
」
　
の
部
分
に
つ
い
て
。

補
は
、
音
鈎
。
巾
帽
の
衣
な
り
。

本
文
、
「
構
」
　
へ
の
注
で
あ
る
。

②
　
構
音
鈎
、
判
憤
衣
次
於
朝
服
、

③
　
構
音
鈎
、
巾
哺
衣
次
於
朝
服
、

④
　
欄
音
鈎
、
刊
刻
衣
次
於
朝
服
、

⑤
　
構
音
鈎
、
刺
繍
衣
次
於
朝
服
、

朝
服
に
次
ぐ
。

各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
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⑥
　
袖
音
朝
、
中
l
袖
刊
大
－
於
朝
服
、

こ
の
部
分
に
は
異
同
が
多
い
。
傍
線
部
分
が
異
な
る
箇
所
で
あ
る
が
、
特
に
、

⑥
で
は
、
全
く
異
な
っ
た
注
に
変
形
さ
れ
て
い
る
。
他
の
部
分
で
も
、
文
字
を

知
る
人
の
刻
か
否
か
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
も
あ
る
。

【
第
五
十
五
章
】

［
原
文
］
和
薫
郵
皇
后
、
太
博
南
之
孫
也
、
選
入
官
盛
貴
人
、
恭
粛
小
心
、
承

事
陰
后
、
接
撫
同
列
、
常
克
巳
下
之
、
錐
宮
人
隷
役
、
皆
加
恩
他
、
帝
深
嘉
焉
、

嘗
有
疾
、
帝
特
令
其
母
兄
弟
、
入
視
腎
薬
、
辞
日
、

宮
禁
重
地
、
而
使
外
舎
久
在
内
省
、
上
令
陛
下
有
私
事
之
護
、
下
使
鰻
妾
獲
不

知
足
之
誘
、
上
下
交
損
、

誠
不
願
也
、
平
居
不
善
修
靡
、
濁
尚
質
素
、
及
鳥
皇
后
、
郡
囲
貢
献
、
皆
減
過

半
、
尚
方
内
署
、
服
御
珍
膳
、
靡
麗
難
成
之
物
、
悉
令
禁
絶
、
離
宮
別
館
、
儲

峠
米
炭
、
悉
令
裁
省
、
禁
止
設
戯
作
欒
、
斥
膏
上
林
鷹
犬
、
自
非
陵
廟
米
、
不

許
導
揮
、
朝
夕
一
肉
飯
而
巳
　
［
巳
音
以
］
、

論
日
、
周
書
云
、
惟
辟
作
福
、
惟
辟
作
威
、
惟
辟
玉
食
、
皇
后
母
儀
天
下
、

玉
食
威
福
、
固
其
宜
也
、
尚
且
恭
倹
若
此
、
鳥
臣
民
之
妻
者
、
可
以
堅
実
、

和
真
部
皇
后
は
、
太
借
南
の
孫
な
り
。
選
ば
れ
て
宮
に
入
り
て
貴
人
と
慮
る
。

恭
粛
・
小
心
に
し
て
、
陰
后
に
承
事
す
。
同
列
に
接
撫
し
て
、
常
に
己
に
克
ち

て
之
れ
に
下
る
。
宮
人
・
隷
役
と
錐
も
、
皆
な
恩
他
を
加
う
。
帝
、
深
く
焉
れ

を
嘉
す
。
嘗
て
候
有
り
。
帝
、
特
に
其
の
母
兄
弟
を
し
て
、
入
り
て
瞥
薬
を
視

令
む
。
辞
し
て
日
わ
く
、
宮
禁
は
重
地
な
り
。
而
る
に
外
合
を
し
て
久
し
く
内

省
に
在
ら
使
む
る
は
、
上
は
、
陛
下
を
し
て
私
幸
の
識
有
ら
令
め
、
下
は
、
嬢

こ
も
ご

妾
を
し
て
足
る
を
知
ら
ざ
る
の
譲
を
獲
使
め
ん
。
上
下
、
交
も
損
す
る
は
、

誠
に
願
わ
ざ
る
な
り
と
。
平
居
し
て
移
靡
を
喜
ば
ず
。
濁
り
質
素
を
尚
ぶ
。
皇

な

后
と
慮
る
に
及
び
て
。
郡
園
、
貢
献
す
る
に
、
皆
な
過
半
を
減
ず
。
尚
方
・
内

署
の
服
御
・
珍
膳
、
靡
寛
に
し
て
成
り
難
き
の
物
を
、
悉
く
禁
絶
せ
令
む
。
離

宮
・
別
館
、
儲
時
の
米
炭
、
悉
く
裁
省
せ
令
む
。
設
戯
・
作
欒
を
禁
止
し
、
上

林
の
鷹
犬
を
斥
責
す
。
陵
廟
の
米
に
非
ざ
る
自
り
は
、
導
持
す
る
こ
と
を
許
さ

ず
。
朝
夕
に
、
一
肉
飯
の
み
　
（
1
）
　
［
巳
は
、
音
以
。
］
。

し

ゆ

う

し

よ

　

　

　

　

　

　

き

み

　

　

　

な

論
じ
て
日
う
。
周
書
に
云
う
、
惟
れ
辟
、
福
を
作
し
、
惟
れ
辟
、
威
を
作
し
、

惟
れ
辟
、
玉
食
す
と
。
皇
后
は
、
天
下
に
母
儀
た
り
。
玉
食
・
威
福
は
、
固
よた

り
其
れ
宜
し
き
な
る
に
、
尚
お
且
つ
恭
倫
な
る
こ
と
此
く
の
若
し
。
臣
民
の
妻
烏

る
者
、
以
て
塁
と
す
可
き
な
り
。
（
2
）

○
資
料
研
究

（
1
）
苑
嘩
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
巻
十
上
に
　
「
和
薫
郵
皇
后
は
、
詩
は
綴
。
太

博
南
の
孫
な
り
。
父
訓
は
、
護
美
校
尉
な
り
。
母
陰
氏
は
、
光
烈
皇
后
の
従
弟

bOl

女
な
り
。
…
…
…
瑚
岡
崎
入
り
て
貴
人
と
象
る
。

時
に
年
十
六
。
恭
粛
・
小
心

に
し
て
、
醐
珊
瑚
劉
風
刺
叫
1
陰
后
に
承
事
し
て
、
夙
夜
に
戦
兢
す
。
同
列
に

接
撫
し
て
、
常
に
己
に
克
ち
て
笥
之
れ
に
下
る
。
宮
人
・
隷
役
と
雌
も
、
皆

な
恩
側
を
加
う
。
帝
、
深
く
焉
れ
を
嘉
劃
す
。
薗
1
疾
有
る
に
列
甥
。
特
に
后
l

叫
母
兄
弟
を
し
て
、
入
り
て
瞥
薬
を
視
て
、
日
数
を
限
ら
令
む
。
后
、
帝
に
言

呵
て
l
日
わ
く
、
宮
禁
は
到
重
な
り
。
而
る
に
外
合
を
し
て
久
し
く
内
省
に
在
ら

使
む
る
は
、
上
は
、
陛
下
を
し
て
剖
利
の
誠
有
ら
令
め
、
下
は
、
鰻
妾
を
し
て

足
る
を
知
ら
ざ
る
の
譲
を
獲
使
め
ん
。
上
下
、
交
も
損
す
る
は
、
誠
に
願
わ
ざ

る
な
り
と
。
…
・
‥
十
四
年
夏
、
陰
后
、
巫
轟
の
事
を
以
て
磨
さ
る
。
后
、
救
わ

ん
こ
と
を
請
え
ど
も
得
る
こ
と
能
わ
ず
。
＝
…
・
冬
に
至
り
、
立
て
て
后
と
鳥
す
。

…
…
是
の
時
、
方
園
、
貢
献
す
る
に
、
競
い
て
珍
麗
の
物
を
求
む
。
后
の
位
に
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即
き
て
自
り
、
悉
く
禁
絶
し
て
、
歳
時
に
は
但
だ
に
紙
墨
を
供
す
る
の
み
な
ら

令
む
。
…
…
大
官
・
導
官
・
尚
方
・
内
者
の
、
服
御
・
珍
膳
、
靡
麗
に
し
て
成

り
難
き
の
物
を
減
と
し
、
陵
廟
に
供
す
る
に
非
ざ
る
自
り
は
、
稲
梁
米
を
導
持

す
る
こ
と
を
得
ず
、
朝
夕
に
、
一
肉
飯
の
み
な
り
。
…
…
郡
園
の
貢
す
る
所
に

及
び
て
は
、
其
の
過
半
を
減
ず
。
悉
く
上
林
の
鷹
犬
を
斥
膏
す
。
…
…
離
宮
・

別
館
、
儲
時
の
米
精
・
薪
炭
、
悉
く
之
れ
を
省
せ
令
む
。
」
　
と
あ
る
。
『
女
撃
』

は
基
本
的
に
は
、
こ
の
資
料
を
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
省
略
・
改
変
を

し
、
叙
述
の
順
序
も
変
え
つ
つ
、
独
自
に
ま
と
め
直
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

類
似
の
表
現
で
、
『
女
撃
』
が
独
自
に
文
字
改
変
し
て
目
立
つ
っ
て
い
る
の
は
、

傍
線
部
分
で
あ
る

明
徳
馬
皇
后
は
、
列
女
伝
記
に
お
い
て
、
皇
后
と
し
て
妻
と
し
て
、
必
ず
評

価
さ
れ
る
女
性
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
和
薫
郡
皇
后
も
、
そ
の
後
漠
王

朝
に
お
い
て
、
女
性
で
あ
る
皇
后
の
立
場
で
権
力
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

特
徴
的
な
存
在
で
は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
皇
后
は
、
歴
代
の
評
論
に
お
い

て
は
、
か
の
女
が
関
わ
っ
た
ど
の
出
来
事
に
注
目
す
る
か
に
よ
っ
て
、
必
ず
し

も
評
価
が
定
ま
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
権
力
施
行
の
姿
勢
に
は
、
い
さ
さ
か

の
問
題
が
有
る
と
さ
れ
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

氾
輝
も
　
「
論
」
　
に
　
「
郵
皇
制
を
科
し
て
、
身
を
終
え
た
り
。
競
令
、
自
ら
出

す
。
術
、
前
政
の
良
を
謝
し
、
身
は
明
辟
の
義
を
開
く
云
々
」
　
と
指
摘
す
る
。

呂
坤
『
閲
範
』
も
、
「
婦
人
の
道
」
　
の
初
め
に
、
「
明
徳
馬
后
」
　
を
掲
げ
、
天

下
の
母
と
し
て
婦
道
の
模
範
を
示
し
た
人
と
す
る
が
、
「
和
薫
郵
后
」
　
を
掲
げ

る
こ
と
は
な
い
。
茅
坤
『
古
今
列
女
侍
評
林
』
巻
五
母
儀
侍
に
、
「
明
徳
馬
后
」

二
唐
文
徳
后
」
・
「
宋
昭
憲
后
」
・
「
皇
明
高
后
」
・
「
孝
誠
張
后
」
　
を
列
ね
、
ま

た
、
黄
尚
文
『
女
範
編
』
巻
一
に
、
「
聖
后
」
　
と
し
て
、
「
聖
母
太
姐
」
・
「
周

宣
妻
后
」
・
「
明
徳
馬
后
」
・
「
唐
文
徳
后
」
・
「
宣
仁
高
后
」
・
「
皇
明
高
后
」
　
を

列
ね
る
が
、
い
ず
れ
も
　
「
和
薫
郵
后
」
　
を
省
く
。
司
馬
光
『
家
範
』
　
の
巻
九
妻

下
に
、
「
明
徳
馬
皇
后
」
　
を
称
え
て
三
箇
条
掲
げ
る
が
、
「
和
薫
郵
皇
后
」
　
に

言
及
し
な
い
。
康
基
淵
『
女
畢
纂
』
巻
下
妻
に
　
「
姜
后
」
・
「
馬
后
」
　
を
列
ね

る
が
、
「
郡
后
」
　
は
無
い
。
た
だ
し
、
解
紳
等
撰
『
古
今
列
女
侍
』
巻
一
の
　
「
後

漠
」
に
は
、
「
光
烈
陰
皇
后
」
二
明
徳
馬
皇
后
」
二
和
薫
郵
皇
后
」
を
掲
げ
る
。

皇
后
の
立
場
で
い
ず
れ
も
独
特
の
存
在
感
を
持
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
江
氏
『
給

囲
列
女
侍
』
は
、
巻
四
に
、
「
光
烈
陰
后
」
・
「
明
徳
馬
后
」
・
「
和
薫
郵
后
」
　
を

列
ね
、
和
薫
郡
后
も
、
全
体
と
し
て
は
称
え
る
方
向
で
論
を
ま
と
め
る
が
、
江

氏
は
、
初
め
に
、
「
斯
の
博
載
す
る
所
、
郵
后
の
行
宴
、
他
侍
に
較
べ
て
、
濁

り
、
詳
愚
、
尤
も
難
し
云
々
」
　
と
し
て
い
る
。

『
女
撃
』
は
、
「
和
薫
郡
皇
后
」
　
の
謙
虚
と
配
慮
・
質
素
に
注
目
し
、
天
下

の
母
と
し
て
の
責
務
に
厳
し
く
身
を
処
し
た
点
に
注
目
し
て
称
え
た
い
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
論
日
」
　
に
示
さ
れ
る
。

こ
う
は
ん

（
2
）
　
『
書
経
』
周
書
の
　
「
洪
範
」
　
に
、
「
日
わ
く
、
天
子
、
民
の
父
母
と
作

き
み

り
、
以
て
天
下
の
王
と
慮
る
。
…
…
…
惟
れ
辟
、
福
を
作
し
、
惟
れ
辟
、
威
を

作
し
、
惟
れ
辟
、
玉
食
す
。
臣
は
、
福
を
作
し
、
威
を
作
し
、
玉
食
す
る
こ
と

な
ん
じ

有
る
無
し
。
臣
の
、
福
を
作
し
、
威
を
作
し
、
玉
食
す
こ
と
有
る
は
、
其
の
而

か

た

よ

　

　

よ

こ

し

ま

に

　

　

　

　

　

　

わ

が

ま

ま

に

の
家
を
害
し
、
両
の
家
を
凶
す
。
人
、
用
て
側
り
て
頗
僻
し
、
民
、
用
て
僧
式

す
。
」
　
と
い
う
。

藍
鼎
元
が
、
和
薫
郵
皇
后
を
称
え
る
の
は
、
玉
食
を
許
さ
れ
た
存
在
者
で
あ

る
天
下
に
母
儀
た
る
皇
后
が
、
恭
倹
を
貫
い
た
点
に
あ
る
。
明
徳
馬
皇
后
に
は

加
え
な
か
っ
た
　
「
論
日
」
　
を
敢
え
て
こ
こ
に
置
い
た
の
は
、
か
の
女
自
身
の
政

治
生
活
や
、
後
漠
王
朝
に
お
け
る
政
治
的
業
績
の
面
で
は
必
ず
し
も
積
極
的
な

評
価
が
与
え
ら
れ
難
い
和
薫
郵
皇
后
と
い
う
人
の
、
女
性
権
力
者
と
し
て
の
評

価
点
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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【
第
五
十
六
章
】

［
原
文
］
唐
長
孫
皇
后
、
疾
篤
、
輿
太
宗
訣
、
時
房
玄
齢
以
諸
蹄
第
、
后
日
、

玄
齢
事
陛
下
久
、
小
心
憬
密
、
筍
無
大
政
、
不
可
棄
也
、
妾
之
本
宗
、
因
縁
蔭

挙
、
以
致
禄
位
、
既
非
徳
翠
、
易
致
傾
危
、
欲
保
全
之
、
憬
勿
虞
之
植
要
、
妾

生
無
益
千
人
、
願
勿
以
丘
墾
労
費
天
下
、
但
因
山
鳥
境
、
器
用
瓦
木
可
也
、
更

願
陛
下
親
君
子
、
遠
小
人
、
納
忠
諌
、
屏
改
暦
、
省
作
役
、
止
遊
攻
、
則
妾
死

不
恨
臭
、
［
長
上
撃
、
華
音
字
、
易
音
異
、
撃
音
隣
、
遠
去
啓
、
吸
音
田
、
］

右
第
五
十
六
章

わ

か

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

せ

め

唐
の
長
孫
皇
后
、
疾
篤
く
し
て
、
太
宗
と
訣
す
。
時
に
、
房
玄
齢
、
諸
を

や
し
き

以
て
第
に
蹄
す
。
后
日
わ
く
、
玄
齢
、
陛
下
に
事
え
て
久
し
く
、
小
心
に
し

て
憬
密
な
り
。
筍
く
も
大
故
無
く
ん
ば
、
棄
つ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
妾
の
本

う
す
く
か
る
い

宗
、
縁
に
因
り
て
蔭
　
撃
な
る
に
、
以
て
禄
位
を
致
す
。
既
に
徳
も
て
畢
せ
ら

る
る
に
非
ん
ば
、
傾
危
を
致
し
易
し
、
之
れ
を
保
全
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
憬
し

ん
で
之
れ
を
樺
要
に
廃
す
る
こ
と
勿
か
れ
。
妾
、
生
ま
れ
て
人
に
益
す
る
無
し
。

丘
車
を
以
て
天
下
を
労
費
せ
し
む
る
勿
か
ら
ん
こ
と
を
願
う
。
但
に
山
に
因
り

て
境
と
鳥
す
の
み
。
器
と
し
て
瓦
木
を
用
い
て
可
な
り
。
更
に
願
わ
く
は
、
陛

下
、
君
子
に
親
し
み
、
小
人
を
遠
ざ
け
、
忠
譲
を
納
れ
、
蔑
憲
を
屏
し
、
作
役

を
省
き
、
遊
暁
を
止
め
ら
る
る
な
れ
ば
、
則
ち
妾
死
す
と
も
恨
み
ず
と
（
1
）
。

［
長
は
、
上
撃
。
挙
は
、
音
字
。
易
は
、
音
異
。
聾
は
、
音
瀧
。
遠
は
、
去
啓
。
政
は
、

青
田
。
］
　
　
　
　
右
、
第
五
十
六
章

○
資
料
研
究

（
1
）
　
『
菖
唐
書
』
列
侍
第
一
后
妃
上
、
「
太
宗
文
徳
順
聖
皇
后
長
孫
氏
」
　
に
、

や
ま
い
お
も
く

こ
こ
と
対
応
す
る
部
分
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
終
に
大
　
漸

に
し
て
、
太
宗
と
辞
訣
す
。
時
に
玄
齢
、
諸
を
以
て
第
に
蹄
す
。
后
、
回
し
て

日
わ
く
、
玄
齢
、
陛
下
に
事
え
て
最
も
久
し
く
、
小
心
に
し
て
謹
慎
、
奇
謀
・

秘
計
あ
る
こ
と
、
皆
な
預
聞
す
る
所
に
し
て
、
寛
に
二
一
一
ロ
の
漏
洩
も
無
し
。
大

故
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
願
わ
く
は
之
れ
を
棄
つ
る
こ
と
勿
か
れ
。
又
た
妾
の
本

宗
、
幸
に
姻
戚
に
縁
る
。
既
に
徳
単
な
る
に
非
ざ
れ
ば
、
危
機
を
履
み
易
し
。

其
れ
保
全
永
久
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、
慎
ん
で
之
れ
を
樺
要
に
虞
す
る
こ
と
勿
か

れ
、
但
だ
外
戚
を
以
て
朝
請
に
奉
ず
る
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
幸
と
慮
る
な
ら
ん
。

妾
、
生
き
て
既
に
時
に
益
す
る
こ
と
無
し
。
今
、
死
す
る
に
厚
費
す
可
か
ら
ず
。

且
つ
葬
な
る
者
は
蔵
な
り
。
人
の
見
ざ
る
を
欲
す
る
凍
り
。
古
自
り
聖
賢
、
皆

な
倹
薄
を
崇
ぶ
。
惟
れ
無
道
の
世
、
大
い
に
山
陵
を
起
こ
し
、
天
下
を
労
費
し

て
、
有
識
者
の
笑
う
と
こ
ろ
と
宿
る
。
但
だ
山
に
因
り
て
而
し
て
葬
る
こ
と
を

請
う
の
み
。
起
境
を
起
こ
す
こ
と
を
須
せ
ず
、
相
棒
を
用
う
る
こ
と
無
か
れ
。

用
う
る
所
の
器
服
、
皆
な
木
瓦
を
用
い
、
倹
薄
も
て
終
を
送
る
な
れ
ば
、
則
ち

是
れ
妾
を
忘
れ
ざ
る
な
り
と
。
」
　
と
あ
る
。
『
女
撃
』
に
採
用
し
て
い
る
の
は
、

伝
記
の
終
わ
り
部
分
で
あ
る
。
な
お
、
『
新
唐
書
』
列
俸
第
一
后
妃
上
に
も
「
文

徳
皇
后
」
一
の
伝
記
が
見
え
る
が
、
『
女
撃
』
　
の
記
載
と
一
致
す
る
文
言
の
多
い

の
は
、
『
啓
唐
書
』
　
の
方
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
よ
り
も
『
女
撃
』
の
ま
と
め
方
に
近
い
も
の
に
、
明
の
茅
坤
『
古

今
列
女
侍
』
巻
之
五
　
「
唐
文
徳
后
」
　
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
文
徳
后
は
、
長

孫
氏
、
歳
の
女
に
し
て
、
唐
太
宗
の
后
な
り
。
后
、
性
は
孝
俊
に
し
て
、
素
よ

り
講
書
を
好
む
。
…
…
…
時
に
疾
篤
く
し
て
、
上
と
訣
す
。
且
つ
上
に
謂
い
て

日
わ
く
、
房
玄
齢
、
陛
下
に
事
え
て
、
小
心
に
し
て
憤
密
、
奇
謀
・
秘
計
あ
り

て
、
未
だ
嘗
て
宣
べ
泄
ら
さ
ず
。
筍
く
も
大
故
無
く
ん
ば
、
願
わ
く
は
之
れ
を

棄
つ
る
こ
と
勿
か
れ
。
仇
お
願
わ
く
は
、
陛
下
、
君
子
に
親
し
み
、
小
人
を
遠

000
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ざ
け
、
忠
譲
を
納
れ
、
畿
展
を
屏
し
、
篠
役
を
省
き
、
遊
攻
を
止
め
ら
る
る
な

れ
ば
、
妾
、
九
泉
に
没
す
と
雌
も
、
誠
に
恨
む
所
無
し
云
々
」
と
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
似
た
ま
と
め
方
を
す
る
も
の
に
、
明
の
黄
尚
文
『
古
今
女
範
』

巻
之
一
聖
后
「
唐
文
徳
后
」
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
「
唐
太
宗
立
長
孫
氏
烏
后
、

素
よ
り
講
書
を
好
む
。
…
…
…
時
に
疾
篤
く
し
て
、
上
と
訣
す
。
且
つ
日
わ
く
、

房
玄
齢
、
陛
下
に
事
え
て
、
小
心
に
し
て
憬
密
、
奇
謀
・
秘
計
あ
り
て
、
未
だ

嘗
て
宣
べ
泄
ら
さ
ず
。
萄
く
も
大
故
無
く
ん
ば
、
願
わ
く
は
之
れ
を
棄
つ
る
こ

と
勿
か
れ
。
仇
お
願
わ
く
は
、
陛
下
、
君
子
に
親
し
み
、
小
人
を
遠
ざ
け
、
忠

諌
を
納
れ
、
蔑
憲
を
屏
し
、
格
役
を
省
き
、
遊
峡
を
止
め
ら
る
る
な
れ
ば
、
妾
、

九
泉
に
没
す
錐
も
誠
に
恨
む
所
無
し
云
々
」
　
と
あ
る
。
『
女
撃
』
が
、
長
孫
皇

后
の
記
載
を
ま
と
め
る
の
に
参
考
に
し
た
の
は
、
『
唐
書
』
よ
り
も
、
む
し
ろ

こ
れ
ら
の
資
料
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

【
第
五
十
七
章
】

［
原
文
］
岐
陽
公
主
、
憲
宗
長
女
也
、
有
賢
行
、
下
嫁
尚
書
杜
怯
、
杜
本
大
族
、

専
行
不
麹
数
十
人
、
公
主
卑
委
恰
順
、
一
同
家
人
躍
度
、
始
至
、
則
輿
怯
謀
日
、

上
所
賜
奴
始
、
必
不
肯
窮
屈
、
皆
奏
納
之
、
悉
自
買
寒
賎
可
制
者
、
自
走
開
門

寂
然
、
不
聞
入
費
、
後
出
展
遭
州
刺
史
、
達
人
迎
主
、
郡
癖
殺
牛
羊
、
慮
数
百

人
供
具
、
主
従
者
不
過
二
十
人
、
六
七
脾
乗
墟
閲
茸
、
約
所
至
不
得
食
肉
、
辟

使
鼻
飲
食
侯
門
外
、
悉
載
以
還
、
京
師
博
説
以
鳥
異
事
、
　
［
節
、
長
上
啓
、

賢
行
之
行
去
智
、
専
行
之
行
音
杭
、
麹
音
膏
、
従
去
撃
、
観
音
塔
、
茸
音
冗
、
使
去
聾
、

鼻
音
余
］

東
光
賄
主
、
名
楚
媛
、
紀
王
憬
女
也
、
適
太
子
司
議
襲
仲
格
、
事
姑
如
母
、

敏
夫
如
賓
、
以
徽
柔
睦
姉
娘
、
以
慈
愛
逮
幼
鰻
、
時
里
事
尚
騎
著
、
主
濁
守
倹

約
、
或
謂
之
日
、
人
生
在
適
志
、
濁
勤
苦
何
鳥
、
封
日
、
幼
而
悦
種
、
今
行
之

不
達
、
非
適
志
如
何
、
且
女
婦
以
恭
遜
成
徳
、
以
騎
縦
敗
名
者
何
限
、
燭
憾
弗

勤
、
敢
憧
苦
平
、

論
日
、
公
主
、
帝
女
也
、
鯨
主
王
女
也
、
世
人
小
小
富
貴
、
騎
著
如
恐
不
及
、

観
於
帝
王
之
家
、
且
有
如
此
之
女
、
能
無
幡
然
悦
悟
哉
、

右
第
五
十
七
章

女
撃
巻
一
終

岐
陽
公
主
は
、
憲
宗
の
長
女
な
り
。
賢
行
有
り
。
尚
書
の
杜
保
に
下
嫁
す
。

め

う

え

た

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

た

が

杜
は
、
本
、
大
族
な
り
。
専
行
、
麹
に
数
十
人
の
み
な
ら
ず
、
公
主
、
卑
も
て
委

や
わ
ら
ぎ

い
悟
も
て
順
う
。
家
人
に
一
同
し
て
稽
度
あ
り
。
始
め
て
至
り
て
、
則
ち
保

と
輿
に
謀
り
て
日
わ
く
、
上
賜
わ
る
所
の
奴
始
、
必
ず
窮
屈
に
肯
ん
ぜ
ず
と
し

て
。
皆
な
奏
し
て
之
れ
を
納
め
、
悉
く
自
ら
寒
鰻
の
制
す
可
き
者
を
買
う
。
自

ず
か
ら
是
れ
開
門
は
寂
然
と
し
て
、
人
聾
聞
こ
え
ず
。
後
、
出
で
て
澄
州
刺
史

と
烏
る
。
人
を
し
て
主
を
迎
え
遣
む
る
に
、
郡
醇
、
牛
羊
を
殺
し
て
、
篤
め
に

数
百
人
供
具
す
。
主
、
従
者
二
十
人
に
過
ぎ
ず
。
六
七
姫
、
掟
に
乗
り
て
閲
茸

か
つ

た
り
、
約
し
て
至
る
所
ま
で
肉
を
食
す
る
こ
と
を
得
ず
。
辟
使
、
飲
食
を
鼻
ぎ

ま

て
門
外
に
候
ち
て
、
悉
く
載
せ
て
以
て
還
る
。
京
師
の
博
、
説
き
て
以
て
異
事

と
宿
す
。
（
1
）
　
［
節
な
り
。
長
は
、
上
聾
。
賢
行
の
行
は
去
聾
。
尊
行
の
行
は
音
杭
。

麹
は
、
音
膏
。
従
は
去
聾
。
閲
は
、
音
塔
。
茸
は
、
音
冗
。
使
は
、
去
馨
。
鼻
は
音
余
。
］

東
光
鯖
主
は
、
名
は
楚
媛
、
紀
王
懐
の
女
な
り
。
太
子
司
議
の
襲
仲
終
に
適

す
。
姑
に
事
え
て
母
の
如
く
し
、
夫
を
敬
い
て
賓
の
如
く
す
。
徽
柔
を
以
て
姉

娘
に
睦
み
、
慈
愛
を
以
て
幼
嬢
に
逮
ぶ
。
時
に
里
、
率
い
て
騎
著
を
尚
び
、
主
、

濁
り
倹
約
を
守
る
。
或
ひ
と
之
れ
に
謂
い
て
日
わ
く
、
人
生
、
適
志
に
在
り
、

濁
り
勤
苦
し
て
何
を
か
慮
さ
ん
と
。
封
え
て
日
わ
く
、
幼
く
し
て
而
し
て
蔵
を

悦
び
、
今
、
之
れ
を
行
い
て
違
わ
ず
。
適
志
に
非
ず
し
て
如
何
ぞ
や
。
且
つ
女

婦
は
恭
遜
を
以
て
徳
を
成
し
、
騎
縦
を
以
て
名
を
放
る
者
な
れ
ば
何
ぞ
限
ら
ん
。

0
ノ

0



5002

集02第究研撃典古洋東

濁
り
勤
め
弗
る
を
憧
れ
、
敢
え
て
苦
を
悌
ら
ん
や
。
（
2
）

論
じ
て
日
う
。
公
主
は
、
帝
女
な
り
。
賄
主
は
、
王
女
な
り
。
世
人
、
小
小

の
富
貴
な
る
に
、
礪
著
の
及
ば
ざ
る
を
恐
る
る
が
如
し
。
帝
王
の
家
に
す
ら
、

且
つ
此
く
の
如
き
の
女
有
る
を
観
れ
ば
、
能
く
幡
然
と
し
て
塊
悟
す
る
こ
と
無

か
ら
ん
や
。
　
　
　
右
、
第
五
十
七
章
。

○
資
料
研
究

（
1
）
　
岐
陽
公
主
は
、
『
新
唐
書
』
列
俸
第
八
の
　
「
憲
宗
十
八
女
」
　
に
、
「
岐

陽
荘
淑
公
主
は
、
敢
安
皇
后
の
生
む
所
な
り
。
杜
保
に
下
嫁
す
。
…
…
貴
な
る

こ
と
常
世
を
震
す
。
然
れ
ど
も
、
主
、
舅
姑
に
事
え
て
蔵
を
以
て
聞
こ
ゆ
。
賜

お

ご

り

た

か

ぷ

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ー

わ
る
所
の
奴
脾
、
値
　
寮
と
し
て
、
皆
な
上
還
し
、
巧
い
て
直
に
自
ら
市
う
。

憶
、
澄
州
刺
史
と
慮
る
。
主
、
輿
に
借
に
す
。
従
者
二
十
姫
な
ら
ず
。
塩
に
乗

り
て
、
肉
を
食
ら
わ
ず
。
州
解
、
供
具
す
る
も
、
拒
み
て
受
け
ず
。
」
と
い
う
。

な
お
、
『
鹿
列
女
博
』
巻
五
　
「
公
主
類
」
　
に
、
「
岐
陽
公
主
」
を
載
せ
る
。

（
2
）
　
『
新
唐
書
』
列
侍
第
五
の
　
「
太
宗
諸
子
」
　
の
　
「
紀
王
憤
」
　
に
、
「
懐
の

女
、
東
光
願
主
。
…
…
長
じ
て
太
子
司
議
郎
の
襲
仲
格
に
適
す
。
時
に
、
妃
・

主
、
貴
な
る
に
侍
み
て
、
著
預
を
以
て
相
い
玲
る
多
し
。
主
、
濁
り
倹
素
な
り
。

そ
し

姉
弟
、
諦
り
て
日
わ
く
、
人
生
、
富
貴
な
る
は
志
を
得
る
に
在
り
。
濁
り
勤
苦

し
て
何
を
か
求
め
ん
と
欲
す
る
や
と
。
答
え
て
日
わ
く
、
我
、
幼
く
し
て
樽
を

好
み
、
今
、
之
れ
を
行
い
て
違
わ
ず
。
志
を
得
る
に
非
ず
し
て
何
と
か
謂
わ
ん

や
。
且
つ
、
古
自
り
賢
妃
・
淑
女
、
恭
遜
を
以
て
名
を
著
し
、
騎
縦
も
て
徳
を

お
も
い
が
け
ず
く
る

敗
る
。
況
や
、
柴
寵
・
貴
盛
は
、
償
　
　
乗
の
物
な
り
。
悼
み
て
以
て
人
を
凌

が
ん
や
と
。
」
　
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
「
姑
に
事
え
て
母
の
如
く
し
、
夫
を
敬

し
て
賓
の
如
く
す
」
　
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

『
廉
列
女
博
』
巻
五
　
「
公
主
類
」
　
に
　
「
東
光
鯖
主
」
　
を
載
せ
、
こ
こ
に
は
、

「
東
光
願
主
は
、
紀
王
懐
の
女
な
り
。
太
子
司
議
の
襲
仲
格
に
適
す
。
姑
に
事

た
っ
と

え
て
母
の
如
く
し
、
夫
を
厳
び
て
賓
の
如
く
す
。
徽
柔
を
以
て
姉
娘
に
睦
み
、

慈
愛
を
以
て
幼
鰻
に
逮
ぶ
。
時
に
戚
里
、
著
靡
を
競
い
、
主
の
約
な
る
を
見
て
、

之
れ
に
謂
い
て
日
わ
く
、
人
生
、
適
志
に
在
り
、
濁
り
勤
苦
し
て
何
を
か
慮
さ

ん
と
。
封
え
て
日
わ
く
、
幼
く
し
て
而
し
て
頑
を
悦
び
、
今
、
之
れ
を
行
い
て

違
わ
ず
。
適
志
に
非
ず
し
て
而
し
て
何
ぞ
や
。
且
つ
女
婦
は
恭
遜
を
以
て
徳
を

成
し
、
礪
縦
を
以
て
名
を
敗
る
者
な
れ
ば
何
ぞ
限
ら
ん
。
漏
り
勤
め
弗
る
を
慣

れ
、
敢
え
て
苦
を
悼
ら
ん
や
。
夫
れ
柴
寵
は
、
固
よ
り
億
乗
の
物
な
り
と
。
」

と
あ
る
。
『
女
撃
』
の
ま
と
め
に
類
似
す
る
部
分
が
多
い
。




